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第３次犯罪被害者等基本計画と新たな基本計画案における
計画案文の比較・検討【第１次】



○　第１　損害回復・経済的支援等への取組

施策
番号

再掲 大 中 小 細 項目名 計画文 担当府省庁 項目名 計画案文 担当府省庁

1 第1 1 (1) ア
日本司法支援センターによる民事法律扶助制度の活用に
よって、弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減を図
る。

法務省 日本司法支援センターによる民事法律扶助制度の活用に
よって、弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減を図
る。

法務省

2 202 第1 1 (1) イ

日本司法支援センターにおいて、弁護士会等と連携して、
犯罪被害者支援に精通している弁護士の増加に努め、犯罪
被害者等の個別の状況に応じた必要なサービスが提供でき
るよう、弁護士の紹介態勢の整備に努めるとともに、利用
者からの意見や犯罪被害者支援に関する法制度、弁護士会
において行われる犯罪被害者支援に関する研修等につい
て、弁護士会等の関係機関と情報交換や協議の場を設ける
などして、弁護士によるサービスの向上を目指す。

法務省 日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援の窓口と
なる犯罪被害者等への情報提供を担当する職員に対して、
犯罪被害者等の心情等への理解を深め、心情等を適切に聴
取できるよう研修を実施するとともに、引き続き、弁護士
会等と連携して、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護
士の確保に努め、犯罪被害者等の個別の状況に応じた必要
なサービスが提供できるよう、弁護士の紹介体制の整備に
努める。

法務省

3 198 第1 1 (2)

損害賠償請求制度等に
関する情報提供の充実

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のた
めの制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等につい
て、警察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実
を図るとともに、十分に周知させる。

警察庁
法務省

損害賠償請求制度等に
関する情報提供の充実

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のた
めの制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等につい
て、警察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実
を図るとともに、十分に周知させる。

警察庁
法務省

4 第1 1 (3)
刑事和解等の制度の周
知

法務省において、刑事和解、公判記録の閲覧・謄写、不起
訴記録の弾力的開示等現行制度を周知徹底させる。

法務省 刑事和解等の制度の周
知

法務省において、刑事和解、公判記録の閲覧・謄写、不起
訴記録の弾力的開示等現行制度を周知徹底させる。

法務省

5 第1 1 (4) ア

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構における調
停、国土交通省による保険会社に対する立入検査、国土交
通大臣による適正な支払を行うことの指示等により、自賠
責保険金の支払の適正化を図る。

国土交通省 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構における調
停、国土交通省による保険会社に対する立入検査、国土交
通大臣による適正な支払を行うことの指示等により、自賠
責保険金の支払の適正化を図る。

国土交通省

6 第1 1 (4) イ

金融庁において、被害者に直接保険金等が支払われる場合
も含め、契約に基づく保険金等の支払が適切に行われるよ
うに、「保険会社向けの総合的な監督指針」（平成17年８
月12日策定）等に基づき、各保険会社における保険金等支
払管理態勢について検証し、保険会社側に問題があると認
められる業務・運営については、適切な対応を行う。

金融庁 金融庁において、被害者に直接保険金等が支払われる場合
も含め、契約に基づく保険金等の支払が適切に行われるよ
うに、「保険会社向けの総合的な監督指針」（平成17年８
月12日策定）等に基づき、各保険会社における保険金等支
払管理態勢について検証し、保険会社側に問題があると認
められる業務・運営については、適切な対応を行う。

金融庁

7 第1 1 (4) ウ

公益財団法人日弁連交通事故相談センターにおける弁護士
による自賠責保険に係る自動車事故の損害賠償の支払に関
する無料の法律相談・示談斡旋等により、適切な損害賠償
が受けられるよう支援を行う。

国土交通省 公益財団法人日弁連交通事故相談センターにおける弁護士
による自賠責保険に係る自動車事故の損害賠償の支払に関
する無料の法律相談・示談斡旋等により、適切な損害賠償
が受けられるよう支援を行う。

国土交通省

8 第1 1 (4) エ

国土交通省において、ひき逃げや無保険車等の事故による
被害者に対しては、政府保障事業において、本来の加害者
に代わって、直接その損害をてん補することにより、適切
な支援を行う。

国土交通省 国土交通省において、ひき逃げや無保険車等の事故による
被害者に対しては、政府保障事業において、本来の加害者
に代わって、直接その損害をてん補することにより、適切
な支援を行う。

国土交通省

9 第1 1 (5)

受刑者の作業報奨金を
損害賠償に充当するこ
とが可能である旨の周
知

法務省において、法令上受刑中の者が作業報奨金を犯罪被
害者等に対する損害賠償に充当することが可能である旨を
引き続き受刑者に対し周知する。

法務省 受刑者の作業報奨金を
損害賠償に充当するこ
とが可能である旨の周
知

法務省において、法令上受刑中の者が作業報奨金を犯罪被
害者等に対する損害賠償に充当することが可能である旨を
引き続き受刑者に対し周知する。

法務省

10 第1 1 (6)

暴力団犯罪による被害
の回復の支援

暴力団犯罪の被害者については、警察において、都道府県
暴力追放運動推進センターや各弁護士会の民事介入暴力対
策委員会等とも連携しつつ、暴力団犯罪による被害の回復
を支援する。

警察庁 暴力団犯罪による被害
の回復の支援

暴力団犯罪の被害者については、警察において、都道府県
暴力追放運動推進センターや各弁護士会の民事介入暴力対
策委員会等とも連携しつつ、暴力団犯罪による被害の回復
を支援する。

警察庁

警察庁において、関係府省庁等と連携しながら、犯罪被害
者等が損害賠償を受けることができない状況について実態
把握のための調査を行い、その結果に応じて、必要な検討
を行う。

警察庁

法務省において、令和元年の民事執行法改正の附帯決議を
踏まえ、関係府省庁等と連携しながら、公的機関による犯
罪被害者の損害賠償に係る請求権の履行の確保に関する諸
外国における法制度や運用状況に関する調査研究を行う。

法務省

第３次犯罪被害者等基本計画

日本司法支援センター
による支援

保険金支払の適正化等

損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係）

第４次犯罪被害者等基本計画（仮称・案）

11

警察庁

第1

加害者の損害賠償責任
の実現に向けた調査の
実施

警察庁において、日本弁護士連合会等の協力を得て、債務
名義を得ても犯罪被害者等が損害賠償を受けることができ
ない状況について実態把握のための調査を行い、その結果
に応じて、必要な検討を行う。

保険金支払の適正化等

加害者の損害賠償責任
の実現に向けた調査等
の実施

日本司法支援センター
による支援

1 (7)
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12 第1 2 (1) a

犯罪被害給付制度に関
する検討

警察庁において、平成20年度以降拡充してきた犯罪被害給
付制度の運用状況等を踏まえつつ、重傷病給付金の支給対
象期間等の在り方について「犯罪被害給付制度の拡充及び
新たな補償制度の創設に関する検討会」の取りまとめに
従った取組を進めるとともに、犯罪被害者に負担の少ない
支給の在り方や、若年者の給付金の在り方及び親族間犯罪
被害に係る給付金の在り方について、実態調査や他の公的
給付制度に関する調査を１年を目途に行い、これらを踏ま
えた検討を速やかに行って、必要な施策を実施する。

警察庁 ※平成30年制度改正により措置済みのため廃止。

13 第1 2 (2) a

現行の犯罪被害給付制
度の運用改善

警察庁において、仮給付制度の効果的な運用その他の犯罪
被害給付制度の運用改善、関係職員への同制度の周知徹
底、犯罪被害者等への同制度の教示等に関して都道府県警
察を指導するとともに、早期の犯罪被害者等給付金の支給
に努める。

警察庁 現行の犯罪被害給付制
度の運用改善

警察庁において、仮給付制度の効果的な運用その他の犯罪
被害給付制度の運用改善、関係職員への同制度の周知徹
底、犯罪被害者等への同制度の教示等に関して都道府県警
察を指導するとともに、早期の犯罪被害者等給付金の支給
に努める。

警察庁

14 第1 2 (3)

性犯罪被害者の医療費
の負担軽減

警察庁において、性犯罪被害者の緊急避妊、人工妊娠中
絶、初診料、診断書料、性感染症等の経費費用等の公費負
担に要する経費を都道府県警察に対し補助するほか、緊急
避妊等の公費負担の運用ができる限り全国的に同水準で行
われ、性犯罪被害者の負担軽減に効果的なものになるよ
う、また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯罪被害
給付制度の対象となることの周知も含めて各種支援施策の
効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導する。

警察庁 性犯罪被害者の医療費
の負担軽減

警察庁において、性犯罪被害者の緊急避妊、人工妊娠中
絶、初診料、診断書料、性感染症等の経費費用等の公費負
担に要する経費を都道府県警察に対し補助するほか、緊急
避妊等の公費負担の運用ができる限り全国的に同水準で行
われ、性犯罪被害者の負担軽減に効果的なものになるよ
う、また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯罪被害
給付制度の対象となることの周知も含めて各種支援施策の
効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導する。

警察庁

15 第1 2 (4)

カウンセリング等心理
療法の費用の負担軽減

「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研
究会」において取りまとめられた「犯罪被害者の精神的被
害の回復に資する施策に関する報告書」を踏まえ、警察庁
において、各都道府県警察に対し、臨床心理士資格等を有
する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよう指導
する。また、同報告書を踏まえ、警察庁及び都道府県警察
において、カウンセリング費用の公費負担制度の全国展開
を図るとともに、同制度の周知に努める。

警察庁 カウンセリング等心理
療法の費用の負担軽減

警察庁において、各都道府県警察に対し、臨床心理士資格
等を有する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよ
う指導する。また、警察庁において、カウンセリング費用
の公費負担制度の運用ができる限り全国的に同水準で行わ
れるよう、都道府県警察を指導するとともに、警察庁及び
都道府県警察において、同制度の周知に努める。

警察庁

16 第1 2 (5)
司法解剖後の遺体搬送
費等に対する措置

犯罪被害給付制度とは別に、各都道府県警察において、司
法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復費を措置する制度を積
極的に推進する。

警察庁 司法解剖後の遺体搬送
費等に対する措置

犯罪被害給付制度とは別に、各都道府県警察において、司
法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復費を措置する制度を積
極的に推進する。

警察庁

17 第1 2 (6)

地方公共団体による見
舞金制度等の導入促進

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等に対
する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入に
ついて要請するとともに、これらの制度を導入している地
方公共団体を犯罪被害者白書に記載する。

警察庁 地方公共団体による見
舞金制度等の導入促進

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等に対
する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入に
ついて要請するとともに、これらの制度を導入している地
方公共団体を犯罪被害者白書に記載する。

警察庁

18 226 第1 2 (7)

預保納付金の活用 金融庁及び財務省において、平成25年度から実施している
預保納付金事業について、犯罪被害者等の子供への奨学金
を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者等支
援団体への助成対象に相談員の育成に必要な費用を追加す
ることとし、平成28年度中を目途にその募集等を開始す
る。

金融庁
財務省
警察庁

預保納付金の活用 預保納付金の活用については、振り込め詐欺等の被害金を
原資としていることから、今後、振り込め詐欺事犯の減少
に伴い預保納付金も減少していくことが期待されるところ
ではあるが、そうした状況の中でも、引き続き犯罪被害者
等の子供への奨学金事業及び犯罪被害者等支援団体への助
成事業を実施していく。

金融庁
財務省
警察庁

19 第1 2 (８)

海外での犯罪被害者に
対する経済的支援

海外での犯罪被害者に対する経済的支援について、「「犯
罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する
検討会」の取りまとめに従った施策の推進について」（平
成26年３月26日犯罪被害者等施策推進会議）に沿った取組
を推進し、必要な措置を講ずる。

警察庁
外務省

海外での犯罪被害者に
対する経済的支援

警察庁において、国外犯罪被害弔慰金等支給制度の適切な
運用が図られるよう、都道府県警察を指導するとともに、
警察及び外務省において、同制度の周知に努める。

警察庁
外務省

20 第1 3 (1) ア
国土交通省において、地域の実情等を踏まえた地方公共団
体による公営住宅への優先入居や目的外使用に係る手続の
推進を図るための取組を実施する。

国土交通省 国土交通省において、地域の実情等を踏まえた地方公共団
体による公営住宅への優先入居や目的外使用に係る手続の
推進を図るための取組を実施する。

国土交通省

21 第1 3 (1) イ

国土交通省において、公営住宅への入居に関して、都道府
県営住宅における広域的な対応や市町村も含む地方公共団
体相互間における緊密な連携を各地方公共団体へ要請して
いることについて、会議等の場を活用して周知する。

国土交通省 国土交通省において、公営住宅への入居に関して、都道府
県営住宅における広域的な対応や市町村も含む地方公共団
体相互間における緊密な連携を各地方公共団体へ要請して
いることについて、会議等の場を活用して周知する。

国土交通省

22 第1 3 (1) ウ
公営住宅の管理主体から、独立行政法人都市再生機構の賃
貸住宅の借上げ要請があった場合は、柔軟に対応する。

国土交通省 公営住宅の管理主体から、独立行政法人都市再生機構の賃
貸住宅の借上げ要請があった場合は、柔軟に対応する。

国土交通省

公営住宅への優先入居
等

給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

居住の安定（基本法第16条関係）

公営住宅への優先入居
等
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23 第1 3 (1) エ

民間賃貸住宅への入居に関して、地方公共団体が関係団体
と連携して、円滑な入居の促進を図るため、居住支援協議
会を設置し、ホームページや住宅相談会等で必要な情報を
提供する等、地域の実情に応じた取組を行っていることか
ら、国土交通省において、このような地域の取組を支援す

国土交通省 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、居住支援
協議会及び居住支援法人による犯罪被害者等へのマッチン
グ・入居支援の取組等を支援する。

国土交通省

24 第1 3 (1) オ
国土交通省において、公営住宅への入居に関する犯罪被害
者等への情報提供を警察庁及び法務省と十分連携して行

国土交通省 国土交通省において、公営住宅への入居に関する犯罪被害
者等への情報提供を警察庁及び法務省と十分連携して行

国土交通省

25 85 第1 3 (2) ア
厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一
時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護
委託の実施について適正な運用に努める。

厚生労働省 厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一
時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護
委託の実施について適正な運用に努める。

厚生労働省

26 86 第1 3 (2) イ

厚生労働省において、「少子化社会対策大綱」（平成27年3
月20日閣議決定）により、平成31年度末までに、個別対応
できる児童相談所一時保護所の環境改善を実施する。

厚生労働省 厚生労働省において、「児童虐待防止対策の抜本的強化に
向けて」（平成31年３月19日児童虐待防止対策に関する関
係閣僚会議決定）等に基づき、児童相談所一時保護所にお
いて、個別的な対応ができる職員体制の強化や環境整備を
促進する。

厚生労働省

27 第1 3 (2) ウ

厚生労働省において、婦人相談所における被害女性の安全
の確保や心理的なカウンセリングが十分に行われるよう、
婦人相談所の体制を整備し、緊急時（夜間・休日を含
む。）についても、適正かつ効果的な一時保護を実施す

厚生労働省 厚生労働省において、婦人相談所における被害女性の安全
の確保や心理的なカウンセリングが十分に行われるよう、
婦人相談所の体制を整備し、緊急時（夜間・休日を含
む。）についても、適正かつ効果的な一時保護を実施す

厚生労働省

28 第1 3 (2) エ

厚生労働省において、一時保護から地域における自立した
生活へとつながるよう、婦人保護施設及び母子生活支援施
設の機能強化を図ることなどにより、入所者に対する日常
生活支援の充実に努める。

厚生労働省 厚生労働省において、一時保護から地域における自立した
生活へとつながるよう、婦人保護施設及び母子生活支援施
設の機能強化を図ることなどにより、入所者に対する日常
生活支援の充実に努める。

厚生労働省

29 第1 3 (2) オ

警察庁において、自宅が犯罪行為の現場になり、自宅が破
壊されるなど、居住が困難で、自ら居住する場所が確保で
きない場合等に利用できる緊急避難場所の確保に要する経
費及び自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウス
クリーニングに要する経費を都道府県警察に補助するほ
か、これらの施策が犯罪被害者等の負担軽減に効果的なも
のとなるよう、都道府県警察を指導する。

警察庁 警察庁において、自宅が犯罪行為の現場になり、自宅が破
壊されるなど、居住が困難で、自ら居住する場所が確保で
きない場合等に利用できる緊急避難場所の確保に要する経
費及び自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウス
クリーニングに要する経費を都道府県警察に補助するほ
か、これらの施策が犯罪被害者等の負担軽減に効果的なも
のとなるよう、都道府県警察を指導する。

警察庁

30 第1 3 (2) カ

犯罪被害者等に身近な公的機関である地方公共団体におい
て、居住場所の確保や被害直後からの生活支援策に対する
取組がなされるよう、警察庁において、地方公共団体に対
して啓発・情報提供を行う。

警察庁 犯罪被害者等に身近な公的機関である地方公共団体におい
て、居住場所の確保や被害直後からの生活支援策に対する
取組がなされるよう、警察庁において、地方公共団体に対
して啓発・情報提供を行う。

警察庁

31 第1 3 (3)

性犯罪被害者等に対す
る自立支援及び定着支
援

厚生労働省において、性犯罪被害者を含む相談者に対する
支援として、地方公共団体やＤＶシェルターを運営する特
定非営利活動法人等が、相談者に対して、生活相談や行政
機関への同行支援等の自立支援、家庭訪問や職場訪問等の
定着支援を一体的に行い、その取組の効果を検証するモデ
ル事業を実施する。

厚生労働省 性犯罪被害者等に対す
る自立支援及び定着支
援

厚生労働省において、性犯罪被害者を含む相談者に対する
支援として、地方公共団体やＤＶシェルターを運営する特
定非営利活動法人等が、相談者に対して、生活相談や行政
機関への同行支援等の自立支援、家庭訪問や職場訪問等の
定着支援を一体的に行う。

厚生労働省

32 第1 4 (1) ア
母子家庭の母等及び父子家庭の父に対するトライアル雇用
事業の適正な運用に努める。

厚生労働省 母子家庭の母等及び父子家庭の父に対するトライアル雇用
事業の適正な運用に努める。

厚生労働省

33 第1 4 (1) イ
公共職業安定所における事業主に対する配置や労働条件等
雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助の適正な運用に
努める。

厚生労働省 公共職業安定所における事業主に対する配置や労働条件等
雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助の適正な運用に
努める。

厚生労働省

34 第1 4 (1) ウ
公共職業安定所における求職者に対するきめ細かな就職支
援の適正な実施に努める。

厚生労働省 公共職業安定所における求職者に対するきめ細かな就職支
援の適正な実施に努める。

厚生労働省

35 第1 4 (1) エ
公共職業安定所職員に対する研修において、犯罪被害者等
への理解に資するテーマを取り上げる。

厚生労働省 ※現状は既存の一部の研修で犯罪被害者等を取り上げるこ
とで対応しており、「イ、ウ」の取組に含まれるものとし
て引き続き実施するため廃止。

厚生労働省

36 第1 4 (2) ア

厚生労働省において、犯罪被害者等に係る個別労働関係紛
争の解決に当たって、個別労働紛争解決制度について周知
を徹底させるとともに、その適正な運用に努める。

厚生労働省 厚生労働省において、犯罪被害者等に係る個別労働関係紛
争の解決に当たって、個別労働紛争解決制度について周知
を徹底させるとともに、その適正な運用に努める。

厚生労働省

37 第1 4 (2) イ

厚生労働省において、犯罪被害者等が事業主との間で生じ
た労働問題に関し、情報の提供、相談等を行う公的相談窓
口として、労働問題に関するあらゆる分野の相談に専門の
相談員がワンストップで対応する総合労働相談コーナーに
ついて周知徹底させるとともに、その積極的な活用を図
る。

厚生労働省 厚生労働省において、犯罪被害者等が事業主との間で生じ
た労働問題に関し、情報の提供、相談等を行う公的相談窓
口として、労働問題に関するあらゆる分野の相談に専門の
相談員がワンストップで対応する総合労働相談コーナーに
ついて周知徹底させるとともに、その積極的な活用を図
る。

厚生労働省

被害直後及び中期的な
居住場所の確保

個別労働紛争解決制度
の活用等

事業主等の理解の増進

雇用の安定（基本法第17条関係）

個別労働紛争解決制度
の活用等

被害直後及び中期的な
居住場所の確保

事業主等の理解の増進
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38 第1 4 (3)

被害回復のための休暇
制度の周知・啓発

被害回復のための休暇制度についていまだ十分な認知がな
されていない状況にあることから、厚生労働省において、
アンケートによる実態把握を行うとともに、リーフレット
や厚生労働省ホームページ、セミナー等により、経済団体
や労働団体を始め事業主や被雇用者等に対して、犯罪被害
者等の置かれている状況や被害回復のための休暇制度等に
ついて周知・啓発を図る。

厚生労働省 被害回復のための休暇
制度の周知・啓発

被害回復のための休暇制度についていまだ十分な認知がな
されていない状況にあることから、厚生労働省において、
アンケートによる実態把握を行うとともに、リーフレット
や厚生労働省ホームページ等により、経済団体や労働団体
を始め事業主や被雇用者等に対して、犯罪被害者等の置か
れている状況や被害回復のための休暇制度等について周
知・啓発を図る。

厚生労働省

5



施策
番号

再掲 大 中 小 細 項目名 計画文 担当府省庁 項目名 計画案文 担当府省庁

39 第2 1 (1)

「ＰＴＳＤ対策に係る
専門家の養成研修会」
の内容の充実等

厚生労働省において、医師、保健師、精神保健福祉士等の
医療従事者等を対象に、「ＰＴＳＤ対策に係る専門家の養
成研修会」を実施し、犯罪被害者等の精神的被害及び犯罪
被害者等施策について、医療・福祉関係者に対する知識の
普及・啓発を推進する。また、都道府県・指定都市等の行
政機関へ研修者終了名簿を配布し、相談体制の充実を図
る。さらに、関係機関である国立精神・神経医療研究セン
ター精神保健研究所において実施した「犯罪被害者メンタ
ルヘルス研修」の効果を踏まえて、新たな取組を検討す
る。

厚生労働省 「PTSD対策専門研修」
の内容の充実等

厚生労働省において、医師、保健師、精神保健福祉士等の
医療従事者等を対象に、「ＰＴＳＤ対策専門研修」を実施
する。犯罪・性犯罪被害者への適切な対策を行うために必
要な専門的知識と治療対応についての内容を充実させ、犯
罪被害者等の精神的被害や犯罪被害者等施策等の知識の普
及・啓発を推進する。

厚生労働省

40 第2 1 (2)
ＰＴＳＤの診断及び治
療に係る医療保険適用
の範囲の拡大

ＰＴＳＤの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大
については、有効性・安全性に関する科学的評価が得られ
たものについて、診療報酬改定時に必要に応じて措置を講

厚生労働省 ※平成28年度診療報酬改定において、「認知療法・認知行
動療法」の対象疾患にPTSDを追加したところであり、既に
対応済みであるため廃止。

厚生労働省

41 第2 1 (3) 1

ＰＴＳＤ治療の可能な
医療機関についての情
報提供

厚生労働省において、病院等の医療機関の医療機能に関す
る情報を住民・患者に対して提供する制度を医療機能情報
提供制度として運用している。この制度においては、ＰＴ
ＳＤ等の各疾病の治療に対応可能な医療機関を検索するこ
とが可能となっており、引き続き制度の周知に努める。

厚生労働省 ＰＴＳＤ治療の可能な
医療機関についての情
報提供

厚生労働省において、病院等の医療機関の医療機能に関す
る情報を住民・患者に対して提供する制度を医療機能情報
提供制度として運用している。この制度においては、ＰＴ
ＳＤ等の各疾病の治療に対応可能な医療機関を検索するこ
とが可能となっており、引き続き制度の周知に努める。

厚生労働省

42 第2 1 (4)

ＰＴＳＤ治療に係る自
立支援医療制度の利用
の周知

厚生労働省において、ＰＴＳＤ治療（保険診療に限る。）
が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）に基づく自立支援医療（精
神通院医療）の対象となることについて、自立支援医療制
度の実施主体である都道府県等に対し改めて周知し、啓発
を行う。

厚生労働省 医療現場における自立
支援医療制度の周知徹
底

犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療（精神通院医
療）の利用については、厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部精神・障害保健課長通知（平成28年4月28日障精発
0428第1号）により、犯罪被害者等が適切に自立支援医療制
度を利用できるよう、都道府県・指定都市等に周知依頼を
行っているところであるが、再度周知を徹底するよう依頼
するなど、引き続き周知に努める。

厚生労働省

43 第2 1 (5)

犯罪被害者等への適切
な対応に資する医学教
育の促進

文部科学省において、医学部関係者が参加する各種会議で
の要請や「医学教育モデル・コア・カリキュラム」*1等を
通じて、医学部においてＰＴＳＤ等の精神的被害に関する
知識・技能及び犯罪被害者等への理解を深める教育を推進
する。また、厚生労働省において、臨床研修の到達目標等
を通じて、医学部卒業生の精神疾患に対する初期対応と治
療の実際への理解を促進する。

文部科学省
厚生労働省

犯罪被害者等への適切
な対応に資する医学教
育の促進

文部科学省において、医学部関係者が参加する各種会議で
の要請や「医学教育モデル・コア・カリキュラム」*1等を
通じて、医学部においてＰＴＳＤ等の精神的被害に関する
知識・技能及び犯罪被害者等への理解を深める教育を推進
する。また、厚生労働省において、臨床研修の到達目標等
を通じて、医学部卒業生の精神疾患に対する初期対応と治
療の実際への理解を促進する。

文部科学省
厚生労働省

44 第2 1 (6)

精神保健福祉センター
に対する犯罪被害者等
支援業務についての理
解促進

厚生労働省において、精神保健福祉センターにおいて犯罪
被害者等に対する心の健康回復のための支援が適切に行わ
れるよう、精神保健福祉センター長会議において必要に応
じて犯罪被害者等に関する議題を取り上げる。

厚生労働省 精神保健福祉センター
に対する犯罪被害者等
支援業務についての理
解促進

精神保健福祉センターにおいて、犯罪被害者等に対する心
の健康回復のための支援が適切に行われるよう、厚生労働
省において必要に応じて精神保健福祉センターに対する犯
罪被害者の相談に係る周知を行う。

厚生労働省

45 第2 1 (7)

地域格差のない迅速か
つ適切な救急医療の提
供

厚生労働省において、地域格差なく迅速かつ適切な救急医
療が提供されるよう、初期、二次、三次の救急医療体制の
整備を図るとともに、総務省と連携し、メディカルコント
ロール体制*2の充実強化を図る。

厚生労働省 地域格差のない迅速か
つ適切な救急医療の提
供

厚生労働省において、地域格差なく迅速かつ適切な救急医
療が提供されるよう、初期、二次、三次の救急医療体制の
整備を図るとともに、総務省と連携し、メディカルコント
ロール体制*2の充実強化を図る。

厚生労働省

46 第2 1 (8)

救急医療に連動した精
神的ケアのための体制
整備

厚生労働省において、救急医療における犯罪被害者等の精
神的ケアに対応するため、救急医療体制における精神科医
との適切な連携体制の確保を図る。

厚生労働省 救急医療に連動した精
神的ケアのための体制
整備

厚生労働省において、救急医療における犯罪被害者等の精
神的ケアに対応するため、救急医療体制における精神科医
との適切な連携体制の確保を図る。

厚生労働省

○　第２　精神的・身体的被害の回復・防止への取組

第３次犯罪被害者等基本計画 第４次犯罪被害者等基本計画（仮称・案）

保健医療サービス及び福祉サービスの提供（基本法第14条関係）
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47 第2 1 (9)

交通事故による重度後
遺障害者に対する医療
の充実等

国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構におい
て、自動車事故による重度後遺障害者が質の高い治療・看
護を受けられる機会を拡充するため、地理的要因や既存病
床の利用状況等を踏まえて、療養施設機能一部委託病床の
立地等のあり方について平成28年度末までに検討を行う。
また、自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料の
支給や、短期入院・入所に係る助成を推進するとともに、
介護料受給者宅を訪問して介護に関する相談や情報提供等
を行う訪問支援の充実・強化を図る。

国土交通省 交通事故による重度後
遺障害者に対する医療
の充実等

国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構におい
て、自動車事故による重度後遺障害者が質の高い治療・看
護・リハビリテーションを受けられる機会の充実等を図る
ため、療護施設の充実やリハビリテーションの機会確保に
向けた取組を推進する。また、自動車事故による重度後遺
障害者に対する介護料の支給等を推進するとともに、介護
料受給者への相談・情報提供等の充実・強化を図るほか、
在宅で療養生活を送る自動車事故による後遺障害者の介護
者が、様々な理由により介護が難しくなる場合に備えた環
境整備を推進する。

国土交通省

48 第2 1 (10)

高次脳機能障害者への
支援の充実

厚生労働省において、高次脳機能障害が障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法
律第123号）に基づいて市町村が実施主体となっているサー
ビスの対象であるという更なる周知を行う。また、都道府
県において、患者・家族からの相談への対応や普及啓発等
を行う「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普
及事業」を実施する。

厚生労働省 高次脳機能障害者への
支援の充実

厚生労働省において、令和２年度から厚生労働科学研究費
補助金で実施している「高次脳機能障害の診断方法と診断
基準に資する研究」等を踏まえ、引き続き患者・家族から
の相談への対応や普及啓発等を行う「高次脳機能障害支援
普及事業」の実施を支援する。

厚生労働省

49 第2 1 (11)

思春期精神保健の専門
家の養成

厚生労働省において、平成13年度から実施している医師、
看護師、保健師、精神保健福祉士、児童相談員等を対象と
した思春期精神保健の専門家の養成研修を継続して実施
し、思春期精神保健の専門家を養成するとともに、児童虐
待や配偶者等からの暴力の被害者の心理と治療・対応につ
いての研修を実施する。

厚生労働省 思春期精神保健の専門
家の養成

厚生労働省において、医師、看護師、保健師、精神保健福
祉士、児童相談員等を対象に、家庭内暴力等の児童思春期
における様々な精神保健に関わる問題への対応について習
得するための「思春期精神保健研修」を実施する。

厚生労働省

50 第2 1 (12)

被害少年等のための治
療等の専門家の養成、
体制整備及び施設の増
強に資する施策の実施

厚生労働省において、被害少年等について、犯罪被害者等
に特有の対応を要する面があることを踏まえ、全国的に治
療又は保護を行う専門家が不足し、そのための体制及び施
設が十分ではないことを前提に、現状に関する必要な調査
を行い、その上で、被害少年等が利用しやすく、地域的な
隔たりなく十分な治療・配慮を受けられ、また、十分な期
間保護が受けられるようにするため、児童精神科医等専門
家の適正な配置や連携体制の整備及び施設の増強に資する
施策を実施するとともに、専門の医療機関等についての情
報提供を行う。

厚生労働省 被害少年等のための治
療等の専門家の養成、
体制整備及び施設の増
強に資する施策の実施

厚生労働省において、虐待を受けた子供の児童養護施設等
への入所が増えていることを受け、平成23年度に児童養護
施設等に心理療法担当職員及び個別対応職員の配置を義務
化するなど、適切な援助体制を確保する。児童虐待が発生
した場合の子どもの安全を確保するための初期対応が確
実・迅速に図られるよう、「児童虐待防止対策体制総合強
化プラン」や改正児童福祉法等に基づき、児童福祉司（指
導及び教育を行う児童福祉司スーパーバイザーを含
む。）、児童心理司、保健師、弁護士、医師等の配置を支
援する。

厚生労働省

51 第2 1 (13)
里親制度の充実 厚生労働省において、被害少年等の保護に資するよう、里

親支援機関事業による里親の支援等により、里親制度の充
実を図る。

厚生労働省 里親制度の充実 厚生労働省において、被害少年等の保護に資するよう、里
親支援機関事業による里親の支援等により、里親制度の充
実を図る。

厚生労働省

52 第2 1 (14) ア
厚生労働省において、児童相談所が夜間・休日を問わず虐
待通告等の緊急の相談にいつでも応じられるよう、その体
制整備に努める。

厚生労働省 厚生労働省において、児童相談所が夜間・休日を問わず虐
待通告等の緊急の相談にいつでも応じられるよう、その体
制整備に努める。

厚生労働省

53 第2 1 (14) イ
厚生労働省において、児童虐待を受けた児童に対する医療
ケアの重要性に鑑み、地域の医療機関との協力・連携体制
の充実に努める。

厚生労働省 厚生労働省において、児童虐待を受けた児童に対する医療
ケアの重要性に鑑み、地域の医療機関との協力・連携体制
の充実に努める。

厚生労働省

54 第2 1 (15)

被害少年等の保護に関
する学校及び児童相談
所等の連携の充実

文部科学省及び厚生労働省において、被害少年等の保護に
関し、要保護児童対策地域協議会を活用するなど、学校と
児童相談所等被害少年等の保護に資する関係機関との連携
を充実する。

文部科学省
厚生労働省

被害少年等の保護に関
する学校及び児童相談
所等の連携の充実

文部科学省及び厚生労働省において、被害少年等の保護に
関し、要保護児童対策地域協議会を活用するなど、学校と
児童相談所等被害少年等の保護に資する関係機関との連携
を充実する。

文部科学省
厚生労働省

55 第2 1 (16) ア

文部科学省において、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談
等に的確に対応できるよう、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー等の適正な配置や犯罪等の被害
に関する研修等を通じた資質の向上を通じて、平成31年度
までにスクールカウンセラーを全公立小中学校に配置し、
スクールソーシャルワーカーも全公立中学校区に配置する
ことにより、学校における教育相談体制を充実させる。

文部科学省 文部科学省において、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談
等に的確に対応できるよう、配置状況も踏まえ、スクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置時間の
充実等学校における専門スタッフとして相応しい配置条件
の実現を目指すとともに、勤務体制や環境等の工夫等学校
においてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーが機能する取組や、犯罪等の被害に関する研修等を通
じた資質の向上を推進することにより、学校における教育
相談体制を充実させる。

文部科学省

児童虐待に対する夜
間・休日対応の充実等

児童虐待に対する夜
間・休日対応の充実等

被害少年等に対する学
校におけるカウンセリ
ング体制の充実等

被害少年等に対する学
校におけるカウンセリ
ング体制の充実等

7



56 第2 1 (16) イ

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒に対す
る心のケアについても、大学の教職課程におけるカウンセ
リングに関する教育及び教員に対するカウンセリングに関
する研修内容に含めるなどその内容の充実を図るよう促
す。

文部科学省 文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒に対す
る心のケアについても、大学の教職課程におけるカウンセ
リングに関する教育及び教員に対するカウンセリングに関
する研修内容に含めるなどその内容の充実を図るよう促
す。

文部科学省

57 第2 1 (17)

被害少年が受ける精神
的打撃軽減のための継
続的支援の推進

警察において、被害少年が受ける精神的打撃の軽減を図る
ため、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、
関係者への助言、犯罪被害者等早期援助団体を始めとする
民間被害者支援団体への紹介等の支援を継続的に推進す
る。

警察庁 被害少年の精神的被害
を回復するための継続
的支援の推進

警察において、被害少年の精神的被害を回復するため、保
護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係機関
又は犯罪被害者等早期援助団体を始めとする民間被害者支
援団体への紹介等の支援を継続的に推進する。

警察庁

58 第2 1 (18)

警察における性犯罪被
害者に対するカウンセ
リングの充実

警察庁において、性犯罪被害者の精神的被害回復に資する
ため、臨床心理士資格等を有する部内カウンセラーの活用
や、警察によるカウンセリング費用の公費負担制度の運用
が効果的なものになるよう、都道府県警察を指導するとと
もに、都道府県警察における部内カウンセラーの配置状況
やカウンセリング費用の公費負担制度の措置状況を毎年公
表する。

警察庁 警察における性犯罪被
害者に対するカウンセ
リングの充実

警察庁において、性犯罪被害者の精神的被害回復に資する
ため、臨床心理士資格等を有する部内カウンセラーの活用
や、警察によるカウンセリング費用の公費負担制度の運用
が効果的なものになるよう、都道府県警察を指導するとと
もに、都道府県警察における部内カウンセラーの配置状況
やカウンセリング費用の公費負担制度の措置状況を毎年公
表する。

警察庁

59 156 第2 1 (19)
性犯罪被害者に対する
緊急避妊に関する情報
提供

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必
要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよ
う、保健所や女性健康支援センター等による情報提供を図

厚生労働省 性犯罪被害者に対する
緊急避妊に関する情報
提供

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必
要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよ
う、保健所や女性健康支援センター等による情報提供を図

厚生労働省

60 157 第2 1 (20)

性犯罪被害者対応にお
ける看護師等の活用

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協
力を得て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門的知
識・技能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を
推進する。

厚生労働省 性犯罪被害者対応にお
ける看護師等の活用

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協
力を得て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門的知
識・技能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を
推進する。

厚生労働省

61 159 第2 1 (21) ア

警察庁において、内閣府及び厚生労働省の協力を得て、性
犯罪被害者が必要としている支援を迅速かつ適切に提供で
きるよう、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター開設・運営の手引」の活用促進や「犯罪被害
者等施策メールマガジン」を通じた情報提供等により、地
方公共団体における性犯罪被害者支援に係る関係部局や医
療機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・
協力の充実・強化を要請する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

※ワンストップ支援センターにおける取組事例を含めた資
料の提供を新規に計画するため廃止

内閣府
警察庁
厚生労働省

62 160 第2 1 (21) イ

内閣府において、相談員等に対し、性犯罪を含む女性に対
する暴力の被害者支援に関する研修を実施し、相談体制の
充実を図る。

内閣府 内閣府において、関係省庁と連携し、ワンストップ支援セ
ンターについて、24時間365日対応化や拠点となる病院の整
備促進、コーディネーターの配置・常勤化などの地域連携
体制の確立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制
確保、支援員の適切な処遇など運営の安定化及び質の向上
を図る。また、全国共通短縮番号を周知するとともに、夜
間・休日においても相談を受け付けるコールセンターの設
置及び地域での緊急事案への対応体制の整備、各都道府県
の実情に応じた被害者支援センターの増設等、相談につな
がりやすい体制整備を図る。

内閣府

警察庁において、地方公共団体における犯罪被害者等施策
の担当部局に対し、ワンストップ支援センターに関する情
報提供等を行うほか、地域における性犯罪・性暴力被害者
支援の充実のため、内閣府及び厚生労働省と連携し、ワン
ストップ支援センターにおける取組事例を含めた資料の提
供に努める。【P】

警察庁

63 161 第2 1 (21) ウ

厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害
者支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援
センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能
な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に
提供する。

厚生労働省 厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害
者支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援
センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能
な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に
提供する。

厚生労働省

64 162 第2 1 (21) エ

厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図る
とともに、当該制度によりワンストップ支援センターを施
設内に設置している医療機関を検索することができること
の周知を図る。

厚生労働省 厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図る
とともに、当該制度によりワンストップ支援センターを施
設内に設置している医療機関を検索することができること
の周知を図る。

厚生労働省

65 163 第2 1 (21) オ

上記施策のほか、関係府省庁において、必要に応じて連携
し、ワンストップ支援センターを含む性犯罪被害者の支援
体制の充実のための施策を検討する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

上記施策のほか、関係府省庁において、必要に応じて連携
し、ワンストップ支援センターを含む性犯罪被害者の支援
体制の充実のための施策を検討する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

ワンストップ支援セン
ターの設置促進

（項目名）【P】

8



66 第2 1 (22) ア

警察庁において、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協
会及び一般社団法人日本臨床心理士会に働き掛け、犯罪被
害者等に関する専門的な知識・技能を有する臨床心理士の
養成及び研修の実施を促進する。

警察庁 警察庁において、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協
会及び一般社団法人日本臨床心理士会に働き掛け、犯罪被
害者等に関する専門的な知識・技能を有する臨床心理士の
養成及び研修の実施を促進する。

警察庁

67 第2 1 (22) イ

警察庁及び厚生労働省において連携し、公益社団法人日本
社会福祉士会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会及び
公益社団法人日本看護協会に働き掛け、犯罪被害者等に関
する専門的な知識・技能を有する社会福祉士等の養成及び
研修の実施を促進する。

警察庁
厚生労働省

警察庁及び厚生労働省が連携し、公益社団法人日本社会福
祉士会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会及び公益社
団法人日本看護協会に働き掛け、犯罪被害者等に関する専
門的な知識・技能を有する社会福祉士、精神保健福祉士及
び看護師【下線部P】の養成及び研修の実施を促進する。
【P】

警察庁
厚生労働省

警察庁、文部科学省及び厚生労働省が連携し、一般社団法
人日本公認心理師協会及び一般社団法人公認心理師の会に
働き掛け、犯罪被害者等に関する専門的な知識・技能を有
する公認心理師の養成及び研修の実施を促進する。

警察庁
文部科学省
厚生労働省

68 第2 1 (23)

法科大学院における教
育による犯罪被害者等
への理解の向上の促進

文部科学省において、各法科大学院が、自らの教育理念に
基づき多様で特色のある教育を展開していく中で、犯罪被
害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼
に応え得る法曹の養成に努めるよう促す。

文部科学省 法科大学院における教
育による犯罪被害者等
への理解の向上の促進

文部科学省において、各法科大学院が、自らの教育理念に
基づき多様で特色のある教育を展開していく中で、犯罪被
害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼
に応え得る法曹の養成に努めるよう促す。

文部科学省

69 第2 1 (24)
犯罪被害者等に対する
医療機関に関する情報
の周知

厚生労働省において、犯罪被害者等が利用しやすいよう
に、医療機関の情報を周知させるとともに、関係機関にお
いて、当該情報を共有し、適時適切に犯罪被害者等に提供

厚生労働省 犯罪被害者等に対する
医療機関に関する情報
の周知

厚生労働省において、犯罪被害者等が利用しやすいよう
に、医療機関の情報を周知させるとともに、関係機関にお
いて、当該情報を共有し、適時適切に犯罪被害者等に提供

厚生労働省

70 第2 1 (25) ア

厚生労働省において、犯罪被害者等の受診情報が医療機関
や保険者から流出しないよう、個人情報の保護に関する法
律（平成15年法律第57号）に基づき、医療機関や保険者に
対して適切に対応する。

厚生労働省 厚生労働省において、犯罪被害者等の受診情報が医療機関
や保険者から流出しないよう、個人情報の保護に関する法
律（平成15年法律第57号）に基づき、医療機関や保険者に
対して適切に対応する。

厚生労働省

71 第2 1 (25) イ

金融庁において、犯罪被害者等の保健医療に関する情報を
始めとする個人情報の取扱いに関し、損害保険会社に問題
があると認められる場合には、保険業法（平成７年法律第
105号）に基づき、保険会社に対する検査・監督において適
切な対応をする。

金融庁 金融庁において、犯罪被害者等の保健医療に関する情報を
始めとする個人情報の取扱いに関し、損害保険会社に問題
があると認められる場合には、保険業法（平成７年法律第
105号）に基づき、保険会社に対する検査・監督において適
切な対応をする。

金融庁

72 第2 2 (１)

判決確定、保護処分決
定後の加害者に関する
情報の犯罪被害者等へ
の提供の適正な運用

法務省において、「被害者等通知制度」に基づき、犯罪被
害者等の希望に応じた、判決確定後の加害者に関する処遇
状況や保護処分決定後の加害者に関する処遇状況等の情報
提供について、関係機関とも連携・調整を図りつつ、引き
続き円滑かつ適正な運用に努める。保護観察所において
は、保護観察の開始に関する事項を通知する際、心情等伝
達制度を含む更生保護における犯罪被害者等施策に関する
リーフレット等を添付するなどして、通知制度を利用して
いる犯罪被害者等に同制度の周知を図り、問合せに応じて
説明を行うことについて、引き続き適正な運用に努める。

法務省 ※新規の計画案文を提出するため廃止 法務省

加害者に関する情報提
供の適正な運用及び拡
充の検討

法務省において、加害者の処遇状況等に関する事項につい
て、被害者等通知制度を引き続き適切に運用するととも
に、被害者等への情報提供の在り方について、通知制度の
運用状況や加害者の改善更生、個人のプライバシーの問題
などを総合的に考慮しつつ検討を行う。

法務省

医療観察制度における
加害者の処遇段階等に
関する情報提供の適正
な運用

法務省において、「医療観察制度における被害者等に対す
る対象者の処遇段階等に関する情報提供制度」に基づき、
被害者等の希望に応じた、加害者の医療観察制度における
処遇段階等に関する情報提供について、一層円滑かつ適正
な運用に努める。

法務省

更生保護の犯罪被害者
等施策の周知

法務省において、心情等伝達制度等の制度を利用した被害
者等の体験談等を法務省ホームページに掲載するなどし、
更生保護の犯罪被害者等施策の広報に努めるとともに、関
係機関・団体等に対する周知に努める。

法務省

犯罪被害者等の受診情
報等の適正な取扱い

安全の確保（基本法第15条関係）

犯罪被害者等に関する
専門的知識・技能を有
する専門職の養成等

犯罪被害者等に関する
専門的知識・技能を有
する専門職の養成等

犯罪被害者等の受診情
報等の適正な取扱い
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被害者等通知制度の周
知

検察庁において、検察官等が被害者等の事情聴取等を実施
したときは、通知の希望の有無を確認するとともに、「犯
罪被害者の方々へ」のパンフレットを配布するなどし、周
知に努める。法務省において、少年審判後の被害者等通知
制度についてのリーフレットを関係機関に配布するなど
し、同施策の周知に努める。

法務省

73 第2 2 (２)

加害者に関する情報提
供の適正な運用

法務省において、再被害防止のため、警察の要請に応じ、
刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所が警察に対
して行う釈放予定、帰住予定地及び仮釈放中の特異動向等
の情報提供、再度の加害行為のおそれを覚知した検察官、
刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所による警察
への当該情報の連絡について、関係者に周知徹底させ、引
き続き、円滑かつ適正な運用に努める。

法務省
警察庁

加害者に関する情報提
供の適正な運用

法務省において、再被害防止のため、警察の要請に応じ、
刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所が警察に対
して行う釈放予定、帰住予定地及び仮釈放中の特異動向等
の情報提供、再度の加害行為のおそれを覚知した検察官、
刑事施設、地方更生保護委員会及び保護観察所による警察
への当該情報の連絡について、関係者に周知徹底させ、引
き続き、円滑かつ適正な運用に努める。

法務省
警察庁

74 第2 2 (3) ア

警察において、子供を対象とする暴力的性犯罪の再犯防止
を図るため、法務省からそれらの前歴者の出所情報の提供
を受け、出所後の居住状況等の定期的な確認を含めた対策
に努める。

警察庁 警察において、13歳未満の子供を被害者とした強制わいせ
つ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者の再犯防止を図
るため、法務省からそれらの者の出所情報の提供を受け、
出所後の定期的な所在確認を実施するなどの対策に努め
る。

警察庁

75 第2 2 (3) イ

警察において、同じ加害者により再び危害を加えられるお
それのある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定す
るとともに、加害者を収容している刑事施設等と密接に連
携を図り、防犯指導・警戒等の再被害防止の措置を推進す
る。また、再被害防止への配慮が必要とされる場合には、
関係機関と連携し、犯罪被害者等の個人情報に配慮した上
で、事案に応じた柔軟な対応に努める。

警察庁 警察において、同じ加害者により再び危害を加えられるお
それのある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定す
るとともに、加害者を収容している刑事施設等と密接に連
携を図り、防犯指導・警戒等の再被害防止の措置を推進す
る。また、再被害防止への配慮が必要とされる場合には、
関係機関と連携し、犯罪被害者等の個人情報に配慮した上
で、事案に応じた柔軟な対応に努める。

警察庁

76 第2 2 (4)

警察における保護対策
の推進

暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止する
ため、暴力団等から危害を受けるおそれのある者を保護対
象者として指定し、その者が危害を受けるおそれの程度に
応じ、その危害を防止するための必要な措置を講じるな
ど、警察組織の総合力を発揮した保護対策を推進する。

警察庁 警察における保護対策
の推進

暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止する
ため、暴力団等から危害を受けるおそれのある者を保護対
象者として指定し、その者が危害を受けるおそれの程度に
応じ、その危害を防止するための必要な措置を講ずるな
ど、警察組織の総合力を発揮した保護対策を推進する。

警察庁

77 123 第2 2 (5)

保釈に関しての犯罪被
害者等に対する安全へ
の配慮の充実

法務省において、加害者の保釈申請がなされた場合には、
事案に応じ、改めて犯罪被害者等に連絡して事情聴取する
などして、裁判所に提出する検察官意見に犯罪被害者等の
意見を適切に反映させるとともに、保釈申請に対する結果
について犯罪被害者等に連絡するなど、犯罪被害者等の安
全確保により一層配慮するように努める。

法務省 保釈に関しての犯罪被
害者等に対する安全へ
の配慮の充実

法務省において、加害者の保釈申請がなされた場合には、
事案に応じ、改めて犯罪被害者等に連絡して事情聴取する
などして、裁判所に提出する検察官意見に犯罪被害者等の
意見を適切に反映させるとともに、保釈申請に対する結果
について犯罪被害者等に連絡するなど、犯罪被害者等の安
全確保により一層配慮するように努める。

法務省

78 第2 2 (6) ア

警察庁及び厚生労働省において、配偶者等からの暴力の被
害者、人身取引の被害者、児童虐待の被害者等の保護に関
する警察、婦人相談所及び児童相談所等の連携について、
現状に対する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、一層充
実させる。

警察庁
厚生労働省

警察庁及び厚生労働省において、配偶者等からの暴力の被
害者、人身取引（性的サービスや労働の強要等）の被害
者、児童虐待の被害者等の保護に関する警察、婦人相談所
及び児童相談所等の連携について、現状に対する犯罪被害
者等の意見・要望を踏まえ、一層充実させる。

警察庁
厚生労働省

79 第2 2 (6) イ

警察庁及び文部科学省において、警察と学校等関係機関の
通報連絡体制の活用、児童虐待防止ネットワークの活用、
加害少年やその保護者に対する指導等の一層の充実を図
り、再被害の防止に努める。

警察庁
文部科学省

警察庁及び文部科学省において、警察と学校等関係機関の
通報連絡体制の活用、児童虐待防止ネットワークの活用、
加害少年やその保護者に対する指導等の一層の充実を図
り、再被害の防止に努める。

警察庁
文部科学省

80 第2 2 (8) ア

法務省において、証拠開示の際に証人等の住居等が関係者
に知られることがないように求める制度、性犯罪の被害者
等に関し公開の法廷では氏名、住所その他被害者が特定さ
れることとなる事項を明らかにしない制度について、周知
を徹底させるとともに、検察官等の意識を向上させる。ま
た、証人への付添い、遮へい等の犯罪被害者等の保護のた
めの措置について周知徹底を図り、一層適正に運用される
よう努める。更生保護官署においても、保管する犯罪被害
者等を含む個人情報を適切に管理するよう周知徹底を図
る。

法務省 法務省において、証拠開示の際に証人等の住居等が関係者
に知られることがないように求める制度、性犯罪の被害者
等に関し公開の法廷では氏名、住所その他被害者が特定さ
れることとなる事項を明らかにしない制度について、周知
を徹底させるとともに、検察官等の意識を向上させる。ま
た、証人への付添い、遮へい等の犯罪被害者等の保護のた
めの措置について周知徹底を図り、一層適正に運用される
よう努める。更生保護官署においても、保管する犯罪被害
者等を含む個人情報を適切に管理するよう周知徹底を図
る。

法務省

再被害防止に向けた関
係機関の連携の充実

再被害防止に向けた関
係機関の連携の充実

犯罪被害者等に関する
情報の保護

警察における再被害防
止措置の推進

犯罪被害者等に関する
情報の保護

警察における再被害防
止措置の推進
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81 第2 2 (7) イ

法務省において、検察官が、ストーカー事案について、所
要の捜査を遂げた上、事案に応じた適切な処分を行うとと
もに、捜査・公判の各段階において、被害者等に関する情
報の保護に配慮するなど、適切な対応に努める。

法務省 法務省において、検察官が、ストーカー事案について、所
要の捜査を遂げた上、事案に応じた適切な処分を行うとと
もに、捜査・公判の各段階において、被害者等に関する情
報の保護に配慮するなど、適切な対応に努める。

法務省

82 第2 2 (7) ウ
日本司法支援センターにおいて、常勤弁護士を含む職員に
対し、犯罪被害者等の個人情報の取扱いに十分留意するよ
う指導を行う。

法務省 日本司法支援センターにおいて、常勤弁護士を含む職員に
対し、犯罪被害者等の個人情報の取扱いに十分留意するよ
う指導を行う。

法務省

（総務省担当部分を抜粋）
市区町村における「ドメスティック・バイオレンス、ス
トーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害
者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置」及
び「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等
の被害者に係る選挙人名簿の抄本の閲覧に関する厳格な取
扱い」について、引き続き、これらの手続の周知を図ると
ともに、厳格な運用により犯罪被害者等に係る情報の管理
の徹底を図る。

総務省

（法務省担当部分を抜粋）
市区町村における「ＤＶ被害者等の住所等の記載がある届
書等に関する戸籍法第48条第２項に基づく届書等の記載事
項証明書等の取扱い」並びに法務局における「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１条第２
項に規定する被害者が登記義務者又は登記権利者とならな
いが、添付情報に当該被害者の現住所が記載されている場
合における閲覧の方法について」等に基づく取組及び「Ｄ
Ｖ被害者等から供託物払渡請求書の住所等の秘匿に係る申
出があった場合における措置」について、引き続き、これ
らの手続の周知を図るとともに、厳格な運用により犯罪被
害者等に係る情報の管理の徹底を図る。

法務省

（国土交通省担当部分を抜粋）
国土交通省においては、運輸支局等における登録自動車の
「登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力、
ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被
害者の保護のための取扱い」及び軽自動車検査協会におけ
る「軽自動車の申請等に係る、配偶者からの暴力、ストー
カー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為等の被害者の
保護のための取扱い」について、引き続き、これらの手続
の周知を図るとともに、厳格な運用により犯罪被害者等に
係る情報の管理の徹底を図る。

国土交通省

84 255 第2 2 (7) オ

警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪
被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の
自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望
を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等
の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適
切な発表内容となるよう配慮する。

警察庁 警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪
被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の
自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望
を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等
の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適
切な発表内容となるよう配慮する。

警察庁

85 25 第2 2 (8) ア

厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一
時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護
委託の実施について適正な運用に努める。

厚生労働省 一時保護場所の環境改
善等

厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一
時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護
委託の実施について適正な運用に努める。

厚生労働省

市区町村における「ドメスティック・バイオレンス、ス
トーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害
者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置」、
「ＤＶ被害者等の住所等の記載がある届書等に関する戸籍
法第48条第２項に基づく届書等の記載事項証明書等の取扱
い」及び「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー
行為等の被害者に係る選挙人名簿の抄本の閲覧に関する取
扱いの周知徹底」、運輸支局等における登録自動車の「登
録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力、ス
トーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害
者の保護のための取扱い」、軽自動車検査協会における
「軽自動車の申請等に係る、配偶者からの暴力、ストー
カー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為等の被害者の
保護のための取扱い」、法務局における「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１条第２項に
規定する被害者等が登記義務者となる所有権その他の権利
の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否」、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律第１条第２項に規定する被害者が登記権利者となる所有
権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについ
て」、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律第１条第２項に規定する被害者が登記義務者又は
登記権利者とならないが、添付情報に当該被害者の現住所
が記載されている場合における閲覧の方法について」及び
「ＤＶ被害者等から供託物払渡請求書の住所等の秘匿に係
る申出があった場合における措置」について、引き続き、
これらの手続の周知を図るとともに、厳格な運用により犯
罪被害者等に係る情報の管理の徹底を図る。

総務省
法務省
国土交通省

83 第2 2 (7) エ

一時保護場所の環境改
善等
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86 26 第2 2 (8) イ

厚生労働省において、「少子化社会対策大綱」（平成27年3
月20日閣議決定）により、平成31年度末までに、個別対応
できる児童相談所一時保護所の環境改善を実施する。

厚生労働省 被害直後及び中期的な
居住場所の確保

厚生労働省において、「児童虐待防止対策の抜本的強化に
向けて」（平成31年３月19日児童虐待防止対策に関する関
係閣僚会議決定）等に基づき、児童相談所一時保護所にお
いて、個別的な対応ができる職員体制の強化や環境整備を
促進する。

厚生労働省

87 第2 2 (9) ア

警察において、子供の死亡例に関する適切な検視等の実施
に資する教育、児童虐待の発見に資する指導・教育、児童
の保護等を行う職員に対する虐待を受けた児童の特性等に
関する教育等職員の児童虐待に関する知識・技能の向上に
努める。

警察庁 児童虐待の防止、早期
発見・早期対応のため
の体制整備等

警察において、児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を
徹底し、職員の児童虐待に関する知識・技能の向上に努め
るとともに、都道府県警察本部に、児童相談所等関係機関
との連携や警察職員に対する児童虐待事案対応時の専門的
対応に関する指導等の業務を担う「児童虐待対策官」を設
置するなど、児童虐待への対応力の強化を図る。

警察庁

88 第2 2 (9) イ

文部科学省において、学校・教育委員会等に対し、学校教
育関係者など職務上虐待を受けている子供を発見しやすい
立場にある者が虐待発見時に適切に対応できるよう、早期
発見・早期対応のための体制の整備や的確な対応を促す。
具体的には、教職員が児童相談所等への通告義務を負うこ
との周知徹底を図るとともに、教育機関等から福祉部門へ
の定期的な情報提供、教師用研修教材の活用や児童相談所
職員との合同研修への参加等を促す。

文部科学省 文部科学省において、学校・教育委員会等に対し、学校教
育関係者など職務上虐待を受けている子供を発見しやすい
立場にある者が虐待発見時に適切に対応できるよう、早期
発見・早期対応のための体制の整備や的確な対応を促す。
具体的には、教職員が児童相談所等への通告義務を負うこ
との周知徹底を図るとともに、教育機関等から福祉部門へ
の定期的な情報提供、教師用研修教材の活用や児童相談所
職員との合同研修への参加等を促す。

文部科学省

89 第2 2 (9) ウ

文部科学省において、児童虐待の防止に資するよう、地域
人材や専門家等で構成する家庭教育支援チームによる家庭
教育に関する取組を広く推進し、情報や学習機会の提供、
訪問型支援等の相談対応の充実、家庭と地域とのつながり
づくりや学校との連携等の地域の活動を支援する。

文部科学省 文部科学省において、地域における児童虐待の未然防止等
に資するよう、子育ての悩みや不安を抱えながらも、自ら
学びや相談の場などにアクセスすることが困難な家庭等に
配慮しつつ、地域の多様な人材を活用した家庭教育支援
チーム等による保護者に対する学習機会や情報の提供、相
談対応等、地域の実情に応じた家庭教育支援の取組を推進
する。

文部科学省

90 第2 2 (9) エ

厚生労働省において、児童虐待の早期発見・早期対応に資
するため、全国児童相談所所長会議等を通じ、児童相談所
の体制の強化、児童相談所を中心とした多種多様な関係機
関の連携及び児童虐待の防止に関する地域住民の理解向上
への取組を促すとともに、全国の好事例を収集し、周知徹
底を図る。

厚生労働省 厚生労働省において、児童虐待の未然防止、早期発見・早
期対応に資するため、児童相談所・市町村の体制の強化、
児童相談所を中心とした多種多様な関係機関の連携及び体
罰等によらない子育てを推進するとともに、全国の好事例
を収集し、周知徹底を図る。

厚生労働省

91 第2 2 (10)

児童虐待防止のために
行う児童の死亡事例等
の検証の実施

厚生労働省において、児童虐待防止のため、社会保障審議
会児童部会の下に設置された「児童虐待等要保護事例の検
証に関する専門委員会」での児童の死亡事例等の検証を行
う。

厚生労働省 児童虐待防止のために
行う児童の死亡事例等
の検証の実施

厚生労働省において、児童虐待防止のため、社会保障審議
会児童部会の下に設置された「児童虐待等要保護事例の検
証に関する専門委員会」での児童の死亡事例等の検証を行
う。

厚生労働省

92 143 第2 2 (11)

再被害の防止に資する
教育の実施等

法務省において、犯罪被害者等の心情等を理解させるため
の「被害者の視点を取り入れた教育」について、犯罪被害
者等や犯罪被害者支援団体の意見を踏まえながら、矯正施
設における受刑者等に対する改善指導・矯正教育等の充実
に努める。また、家庭裁判所、検察庁等から矯正施設に送
付される資料の中に犯罪被害者等の心情等が記載されてい
る場合には、同資料を被収容者に対する指導に有効活用す
るよう努める。

法務省 再被害の防止に資する
教育の実施等

法務省において、矯正施設の被収容者を対象に実施してい
る「被害者の視点を取り入れた教育」について、犯罪被害
者等や犯罪被害者支援団体の意向に配慮し、犯罪被害者等
の心情等への理解を深めさせ、謝罪や被害弁償等の具体的
な行動を促すための指導を含めた改善指導・矯正教育等の
充実に努める。また、家庭裁判所、検察庁等から矯正施設
に送付される資料の中に犯罪被害者等の心情等が記載され
ている場合には、同資料を被収容者に対する指導に有効活
用するよう努める。

法務省

93 第2 2 (12) ア

法務省において、仮釈放等に際し、地方更生保護委員会
が、事案に応じた犯罪被害者等の安全確保に必要な遵守事
項の適切な設定に努め、保護観察所が、当該遵守事項を遵
守させるための加害者に対する指導監督を徹底する。

法務省 法務省において、仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の特
別遵守事項を定めるに当たっては，地方更生保護委員会又
は保護観察所が、事案に応じた犯罪被害者等の安全確保に
必要な遵守事項の適切な設定に努め、保護観察所が、当該
遵守事項を遵守させるための加害者に対する指導監督を徹

法務省

94 第2 2 (12) イ

ストーカー行為等により保護観察付執行猶予となった者に
ついては、被害者との接触を禁止する等の特別遵守事項を
適切に設定することや、その遵守状況を的確に把握し、指
導監督することが必要であり、保護観察所と警察との緊密
かつ継続的な連携によって、当該対象者の特異動向等を双
方で迅速に把握して、必要な措置を講ずる。

警察庁
法務省

ストーカー行為等により刑事施設に収容され仮釈放になっ
た者及び保護観察付執行猶予となった者については、被害
者との接触を禁止する等の特別遵守事項を適切に設定する
ことや、その遵守状況を的確に把握し、指導監督すること
が必要であり、保護観察所と警察との緊密かつ継続的な連
携によって、当該対象者の特異動向等を双方で迅速に把握
して、必要な措置を講ずる。

警察庁
法務省

児童虐待の防止、早期
発見・早期対応のため
の体制整備等

再被害の防止に資する
適切な加害者処遇

児童虐待の防止、早期
発見・早期対応のため
の体制整備等

再被害の防止に資する
適切な加害者処遇
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95 第2 2 (12) ウ
法務省において、犯罪被害者等の意向等に配慮し、謝罪及
び被害弁償に向けた保護観察処遇における効果的なしょく
罪指導を徹底する。

法務省 法務省において、犯罪被害者等の意向等に配慮し、謝罪及
び被害弁償に向けた保護観察処遇における効果的なしょく
罪指導を徹底する。

法務省

96 第2 2 (13)

再被害防止のための安
全確保方策の検討

内閣府、警察庁及び法務省が連携し、ストーカー事案や配
偶者等からの暴力事案を始め被害者等が同一の加害者から
再び被害を受けている実態やそのおそれ等を把握した上
で、関係省庁とも連携して被害者等の安全確保方策につい
て検討する。

内閣府
警察庁
法務省

再被害防止のための安
全確保方策の検討

内閣府、警察庁及び法務省が連携し、ストーカー事案や配
偶者等からの暴力事案を始め被害者等が同一の加害者から
再び被害を受けている実態やそのおそれ等を把握した上
で、関係省庁とも連携して被害者等の安全確保方策につい
て検討する。

内閣府
警察庁
法務省

97 第2 3 (１) ア

内閣府において、二次的被害防止の観点から、相談員等が
性犯罪を含む女性に対する暴力の被害者の置かれた立場を
十分に理解し、適切な対応をすることができるよう、研修
を実施する。

内閣府 内閣府において、ワンストップ支援センターの相談員、行
政職員、医療関係者に対する研修を継続するとともに、セ
ンター長やコーディネーターに対する研修の実施を検討す
る。さらに、基礎知識についてオンラインで学ぶことがで
きるよう、オンライン研修教材の開発・提供を進める。

内閣府

98 第2 3 (１) イ

警察において、採用時及び上位の階級又は職に昇任した際
に行われる教育、専門的知識を必要とする職務に従事する
実務担当者に対する教育、被害者・遺族等を招請して行う
講演会、被害者支援担当者による各警察署に対する巡回教
育、犯罪被害者等支援の体験記の配布、犯罪被害者等早期
援助団体を始めとする民間被害者支援団体等との連携要領
についての教育、性犯罪被害者への支援要領についての教
育等、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするた
めの教育等の充実を図り、職員の対応の改善を進めるとと
もに、二次的被害の防止に努める。

警察庁 警察において、採用時及び上位の階級又は職に昇任した際
に行われる教育、専門的知識を必要とする職務に従事する
実務担当者に対する教育、被害者・遺族等を招請して行う
講演会、被害者支援担当者による各警察署に対する巡回教
育、犯罪被害者等支援の体験記の配布、犯罪被害者等早期
援助団体を始めとする民間被害者支援団体等との連携要領
についての教育、性犯罪被害者への支援要領についての教
育等、職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするた
めの教育等の充実を図り、職員の対応の改善を進めるとと
もに、二次的被害の防止に努める。

警察庁

99 第2 3 (１) ウ
警察において、配偶者等からの暴力事案に的確に対処する
ことができるよう、その担当者に対して必要な教育を行
う。

警察庁 警察において、配偶者等からの暴力事案に的確に対処する
ことができるよう、その担当者に対して必要な教育を行
う。

警察庁

100 第2 3 (１) エ

警察庁において、都道府県警察の被害児童支援担当者等を
対象とした研修を開催し、被害児童支援の知識及び被害児
童の心情に配意した聴取技能の向上を図る。

警察庁 警察において、被害児童の聴取に関する警察官の技能の更
なる向上を図るため、事情聴取場面を設定した実践的な
ロールプレイング方式の研修を採り入れるなど、効果的な
研修の実施に努める。

警察庁

警察において、性犯罪被害者の心情に配意した捜査及び被
害者支援を推進するため、性犯罪の捜査や被害者支援に従
事する警察官等を対象に、専門的知見を有する講師等を招
いて講義を行うなど、警察学校等での研修を実施する。

警察庁

警察において、男性やLGBTの方の性被害について、被害者
の心情に配意した捜査及び被害者支援を推進するため、性
犯罪の捜査や被害者支援に従事する警察官等を対象に、専
門的知見を有する講師等を招いて講義を行うなど、警察学
校等での研修を実施する。

警察庁

警察において、障害者の特性を踏まえた捜査や被害者支援
を推進するため、捜査や被害者支援に従事する警察官等を
対象に、専門的知見を有する講師等を招いて講義を行うな
ど、警察学校等での研修を実施する。

警察庁

警察において、児童からの聴取に当たる警察官等に対し、
児童の負担軽減に配意しつつ、信用性の高い供述を確保す
るための聴取方法についての指導・教養を実施する。

警察庁

職員等に対する研修の
充実等

保護、捜査、公判等の過程における配慮等（基本法第19条関係）

職員等に対する研修の
充実等
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101 218 第2 3 (１) オ

法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の
機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の
実施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正
施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいして
の講義等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等
支援の実務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配
置されている被害者支援員を対象とする研修における犯罪
被害者等に関する諸問題についての講義等の実施など、職
員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教
育・研修等の充実を図り、職員の対応の向上に努める。

法務省 法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の
機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の
実施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正
施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいして
の講義等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等
支援の実務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配
置されている被害者支援員を対象とする研修における犯罪
被害者等に関する諸問題についての講義等の実施など、職
員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教
育・研修等の充実を図り、職員の対応の向上に努める。

法務省

102 第2 3 (１) カ

法務省において、検察幹部が犯罪被害者等の心情等に理解
を深めることに資するためのセミナーの実施や、検察官に
市民感覚を学ばせるため、公益的活動を行う民間団体や民
間企業に一定期間派遣する研修を実施するなどし、職員の
対応の向上に努める。

法務省 法務省において、検察幹部が犯罪被害者等の心情等に理解
を深めることに資するためのセミナーの実施や、検察官に
市民感覚を学ばせるため、公益的活動を行う民間団体や民
間企業に一定期間派遣する研修を実施するなどし、職員の
対応の向上に努める。

法務省

103
138
217

第2 3 (１) キ

法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家
等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関す
る科目の内容の一層の充実を図る。

法務省 法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家
等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関す
る科目の内容の一層の充実を図る。

法務省

104 第2 3 (１) ク

法務省において、副検事に対する研修の中で、交通事件の
留意点等を熟知した専門家等による講義を行うとともに、
被害者及び被害者遺族の立場等への理解を深めるための機
会を設けるなど、交通事件をテーマとした科目の内容につ
いて一層の充実を図る。

法務省 法務省において、副検事に対する研修の中で、交通事件の
留意点等を熟知した専門家等による講義を行うとともに、
被害者及び被害者遺族の立場等への理解を深めるための機
会を設けるなど、交通事件をテーマとした科目の内容につ
いて一層の充実を図る。

法務省

105 第2 3 (１) ケ

法務省において、犯罪被害者等からの事情聴取に当たり、
可能な限り、そのプライバシー、名誉、心身の状況、社会
的立場等に十分配慮するよう、検察官等の意識を向上させ
る。

法務省 法務省において、犯罪被害者等からの事情聴取に当たり、
可能な限り、そのプライバシー、名誉、心身の状況、社会
的立場等に十分配慮するよう、検察官等の意識を向上させ
る。

法務省

106 第2 3 (１) コ

日本司法支援センターにおける犯罪被害者支援の窓口とな
る犯罪被害者等への情報提供を担当する職員に対して、二
次的被害防止のための方策等の研修を実施する。

法務省 日本司法支援センターにおける犯罪被害者支援の窓口とな
る犯罪被害者等への情報提供を担当する職員及び常勤弁護
士に対して、犯罪被害者等の実情に配慮した二次的被害防
止のための方策等の研修を実施する。

法務省

107 第2 3 (１) サ

厚生労働省において、民生委員・児童委員が犯罪被害者等
を含め、地域住民に対する適切な相談支援を行うことがで
きるよう、その資質向上のための研修の実施を支援する。

厚生労働省 厚生労働省において、民生委員・児童委員が犯罪被害者等
を含め、地域住民に対する適切な相談支援を行うことがで
きるよう、その資質向上のための研修の実施を支援する。

厚生労働省

108 第2 3 (１) シ

厚生労働省において、公的シェルターにおける犯罪被害者
等への適切な対応を確実にするための研修及び啓発の充実
を図る。また、婦人保護施設における性犯罪被害者支援の
現状についての実態を把握しつつ、全国婦人保護施設長等
研究協議会や全国婦人保護施設等指導員研究協議会の場を
活用して職員の専門的な資質向上を図るとともに、都道府
県が実施する婦人相談所や婦人保護施設の職員、婦人相談
員等を対象とした研修の取組を促進する。

厚生労働省 厚生労働省において、公的シェルターにおける犯罪被害者
等への適切な対応を確実にするための研修及び啓発の充実
を図る。また、婦人保護施設における性犯罪被害者支援の
現状についての実態を把握しつつ、全国婦人保護施設長等
研究協議会や全国婦人保護施設等指導員研究協議会の場を
活用して職員の専門的な資質向上を図るとともに、都道府
県が実施する婦人相談所や婦人保護施設の職員、婦人相談
員等を対象とした研修の取組を促進する。

厚生労働省

109 第2 3 (２)

女性警察官の配置等 警察において、警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する
係への女性警察官の配置及び実務能力の向上、事情聴取に
おける相談室や被害者支援用車両の活用、産婦人科医会や
犯罪被害者等早期援助団体を始めとする民間被害者支援団
体等とのネットワークの構築による連携強化等に努め、性
犯罪被害者の心情に配慮した対応を図る。

警察庁 女性警察官の配置等 警察において、警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する
係への女性警察官の配置及び実務能力の向上、事情聴取に
おける相談室や被害者支援用車両の活用、産婦人科医会や
犯罪被害者等早期援助団体を始めとする民間被害者支援団
体やワンストップ支援センター等とのネットワークの構築
による連携強化等に努め、性犯罪被害者の心情に配慮した
対応を図る。

警察庁
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110 第2 3 (3)

被害児童からの事情聴
取における配慮

法務省、警察庁及び厚生労働省において、検察庁、警察、
児童相談所等の関係機関が被害児童の事情聴取に先立って
協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行うことについて
積極的に検討するほか、被害児童から事情聴取をするに当
たり、聴取の場所・回数・方法等に配慮するなど、被害児
童へ配慮した取組を進める。

警察庁
法務省
厚生労働省

被害児童からの事情聴
取における配慮

法務省、警察庁及び厚生労働省において、検察庁、警察、
児童相談所等の関係機関が被害児童の事情聴取に先立って
協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行う取組を実施す
るほか、被害児童から事情聴取をするに当たり、聴取の場
所・回数・方法等に配慮するなど、被害児童へ配慮した取
組を進める。

警察庁
法務省
厚生労働省

111 第2 3 (4)
ビデオリンク等の措置
の適切な運用

法務省において、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護の
ための措置について周知徹底を図り、一層適正に運用され
るよう努める。

法務省 ビデオリンク等の措置
の適切な運用

法務省において、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護の
ための措置について周知徹底を図り、一層適正に運用され
るよう努める。

法務省

112 第2 3 (5)
警察における犯罪被害
者等のための施設の改
善

警察において、被害者専用の事情聴取室や被害者支援用車
両の活用を図るほか、これらの施設等の改善に努める。

警察庁 警察における犯罪被害
者等のための施設の改
善

警察において、被害者専用の事情聴取室や被害者支援用車
両の活用を図るほか、これらの施設等の改善に努める。

警察庁

113 第2 3 (6)

検察庁における犯罪被
害者等のための待合室
の設置

法務省において、庁舎の建て替えを予定している検察庁で
は、建て替え時に被害者専用待合室を設置し、それ以外の
検察庁については、スペースの有無、設置場所等を勘案し
つつ、専用待合室の設置について検討する。

法務省 検察庁における犯罪被
害者等のための待合室
の設置

法務省において、庁舎の建て替えを予定している検察庁で
は、建て替え時に被害者専用待合室を設置し、それ以外の
検察庁については、スペースの有無、設置場所等を勘案し
つつ、専用待合室の設置について検討する。

法務省
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○　第３　刑事手続への関与拡充への取組

施策
番号

再掲 大 中 小 細 項目名 計画文 担当府省庁 項目名 計画案文 担当府省庁

114 第3 1 (1)

迅速・確実な被害の届
出の受理

警察において、被害の届出に対しては、その内容が明白な
虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、迅
速・確実に受理するよう努める。

警察庁 迅速・確実な被害の届
出の受理

警察において、被害の届出に対しては、その内容が明白な
虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、迅
速・確実に受理する。

警察庁

115 第3 1 (２)

告訴に対する適切な対
応

警察庁及び法務省において、犯罪の不成立が明白であるよ
うな告訴や根拠が必ずしも十分とは認められないような告
訴については、告訴人に対してその旨を説明し、告訴状の
補正や疎明資料の追加を促す等の措置を取る場合もあり、
全件直ちに受理するということは必ずしも相当とは言い難
い場合もあるが、可能な限り迅速な対応が行われるように
努める。

警察庁
法務省

告訴に対する適切な対
応

警察庁及び法務省において、犯罪の不成立が明白であるよ
うな告訴や根拠が必ずしも十分とは認められないような告
訴については、告訴人に対してその旨を説明し、告訴状の
補正や疎明資料の追加を促す等の措置を取る場合もあり、
全件直ちに受理するということは必ずしも相当とは言い難
い場合もあるが、可能な限り迅速な対応が行われるように
努める。

警察庁
法務省

116 第3 1 (３) ア

警察庁において、同庁が実施している「医療機関における
性犯罪証拠採取キットの試行整備」モデル事業の結果を踏
まえつつ、厚生労働省の協力を得て、医療機関において性
犯罪被害者からの証拠採取及び採取した証拠の保管が促進
されるよう、資機材の整備、医療機関への働き掛けを推進
する。

警察庁 警察において、警察への届出を躊躇する被害者が、後日警
察への届出意思を有するに至ったときに備え、医療機関等
において被害者の身体等から証拠資料を採取しておくため
に、協力の得られた医療機関等に性犯罪証拠採取キットを
整備する取組を進める。

警察庁

117 第3 1 (３) イ

警察において、性犯罪被害者からの証拠採取の方法を産婦
人科医会等とのネットワークを活用するなどして医師等に
教示するとともに、捜査に支障のない範囲において、医療
機関で採取した資料の鑑定状況についての情報を提供す
る。

警察庁 警察において、性犯罪被害者からの証拠採取の方法を産婦
人科医会等とのネットワークを活用するなどして医師等に
教示するとともに、捜査に支障のない範囲において、医療
機関で採取した資料の鑑定状況についての情報を提供す
る。

警察庁

118 第3 1 (４)

冒頭陳述等の内容を記
載した書面交付の周知
徹底及び適正な運用

法務省において、冒頭陳述等の内容を記載した書面を犯罪
被害者等に交付することについての周知徹底を図り、一層
適正に運用されるよう努める。

法務省 冒頭陳述等の内容を記
載した書面交付の周知
徹底及び適正な運用

法務省において、冒頭陳述等の内容を記載した書面を犯罪
被害者等に交付することについての周知徹底を図り、一層
適正に運用されるよう努める。

法務省

119 第3 1 (５)

公判記録の閲覧・謄写
制度の周知及び閲覧請
求への適切な対応

法務省において、犯罪被害者等から刑事事件の訴訟記録の
閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、刑事
事件の係属中であっても、閲覧・謄写が可能である旨をパ
ンフレット等により周知を図る。また、刑事確定記録の閲
覧に際して、犯罪被害者等に対し、被告人や証人等の住所
を開示するかどうかについては、裁判の公正担保の必要性
と一般公開によって生じるおそれのある弊害等を比較衡量
して、その許否を判断すべきものであるところ、被害者保
護の要請に配慮しつつ、適切な対応に努める。

法務省 公判記録の閲覧・謄写
制度の周知及び閲覧請
求への適切な対応

法務省において、犯罪被害者等から刑事事件の訴訟記録の
閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、刑事
事件の係属中であっても、閲覧・謄写が可能である旨をパ
ンフレット等により周知を図る。また、刑事確定記録の閲
覧に際して、犯罪被害者等に対し、被告人や証人等の住所
を開示するかどうかについては、裁判の公正担保の必要性
と一般公開によって生じるおそれのある弊害等を比較衡量
して、その許否を判断すべきものであるところ、被害者保
護の要請に配慮しつつ、適切な対応に努める。

法務省

120 第3 1 (６) ア

法務省において、犯罪被害者等の意見等をより適切に把握
し刑事裁判に適正に反映させるため、犯罪被害者等と検察
官の意思疎通をより一層充実させ、被害状況等の供述調書
等による証拠化並びに被害者等の証人尋問及び意見陳述の
活用等により、被害状況の的確な立証に努める。

法務省 法務省において、犯罪被害者等の意見等をより適切に把握
し刑事裁判に適正に反映させるため、犯罪被害者等と検察
官の意思疎通をより一層充実させ、被害状況等の供述調書
等による証拠化並びに被害者等の証人尋問及び意見陳述の
活用等により、被害状況等の的確な立証に努める。

法務省

121 第3 1 (６) イ

法務省において、刑事裁判の公判前整理手続等の経過及び
結果に関し、犯罪被害者等の希望に応じ、適宜の時期に、
検察官がその経過及び結果について必要な説明をし、ま
た、被害者参加人等が公判前整理手続の傍聴を特に希望す
る場合において、検察官が相当と認めるときは、当該希望
の事実を裁判所に伝えるなどの必要な配慮を行うよう努め
る。また、犯罪被害者等が公判傍聴を希望する場合は、そ
の機会が可能な限り得られるよう、公判期日の指定に当
たっては、検察官が犯罪被害者等と十分なコミュニケー
ションをとり、必要に応じて、犯罪被害者等の希望を裁判
所に伝えるよう努める。

法務省 法務省において、刑事裁判の公判前整理手続等の経過及び
結果に関し、犯罪被害者等の希望に応じ、適宜の時期に、
検察官がその経過及び結果について必要な説明をし、ま
た、被害者参加人等が公判前整理手続の傍聴を特に希望す
る場合において、検察官が相当と認めるときは、当該希望
の事実を裁判所に伝えるなどの必要な配慮を行うよう努め
る。また、犯罪被害者等が公判傍聴を希望する場合は、そ
の機会が可能な限り得られるよう、公判期日の指定に当
たっては、検察官が犯罪被害者等と十分なコミュニケー
ションをとり、必要に応じて、犯罪被害者等の希望を裁判
所に伝えるよう努める。

法務省

刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等（基本法第18条関係）

第３次犯罪被害者等基本計画

医療機関における性犯
罪被害者からの証拠採
取等の促進

犯罪被害者等と検察官
の意思疎通の充実

第４次犯罪被害者等基本計画（仮称・案）

犯罪被害者等と検察官
の意思疎通の充実

医療機関における性犯
罪被害者からの証拠採
取等の促進
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122 第3 1 (７)
国民に分かりやすい訴
訟活動

法務省において、検察官による視覚的な工夫を取り入れた
国民に分かりやすい訴訟活動を行うよう努める。

法務省 国民に分かりやすい訴
訟活動

法務省において、検察官による視覚的な工夫を取り入れた
国民に分かりやすい訴訟活動を行うよう努める。

法務省

123 77 第3 1 (８)

保釈に関しての犯罪被
害者等に対する安全へ
の配慮の充実

法務省において、加害者の保釈申請がなされた場合には、
事案に応じ、改めて犯罪被害者等に連絡して事情聴取する
などして、裁判所に提出する検察官意見に犯罪被害者等の
意見を適切に反映させるとともに、保釈申請に対する結果
について犯罪被害者等に連絡するなど、犯罪被害者等の安
全確保により一層配慮するように努める。

法務省 保釈に関しての犯罪被
害者等に対する安全へ
の配慮の充実

法務省において、加害者の保釈申請がなされた場合には、
事案に応じ、改めて犯罪被害者等に連絡して事情聴取する
などして、裁判所に提出する検察官意見に犯罪被害者等の
意見を適切に反映させるとともに、保釈申請に対する結果
について犯罪被害者等に連絡するなど、犯罪被害者等の安
全確保により一層配慮するように努める。

法務省

124 第3 1 (９)

上訴に関する犯罪被害
者等からの意見聴取等

法務省において、検察官が、被害者のある犯罪について、
判決に対する上訴の可否を検討する際に、事案等を勘案し
つつ、犯罪被害者等から意見聴取等を実施するなど、適切
な対応に努める。

法務省 上訴に関する犯罪被害
者等からの意見聴取等

法務省において、検察官が、被害者のある犯罪について、
判決に対する上訴の可否を検討する際に、事案等を勘案し
つつ、犯罪被害者等から意見聴取等を実施するなど、適切
な対応に努める。

法務省

125 第3 1 (１０)

少年保護事件に関する
意見の聴取等各種制度
の周知徹底

法務省において、少年保護事件に関する意見の聴取、記録
の閲覧・謄写及び審判結果等の通知の各制度について、周
知に努める。

法務省 少年保護事件に関する
意見の聴取等各種制度
の周知徹底

法務省において、少年保護事件に関する意見の聴取、記録
の閲覧・謄写及び審判結果等の通知の各制度について、周
知に努める。

法務省

126 第3 1 (１１)

少年審判の傍聴制度の
周知徹底

法務省において、少年法の一部を改正する法律（平成20年
法律第71号）により導入された、一定の重大事件の被害者
等が少年審判を傍聴することができる制度等について、パ
ンフレット等により周知に努める。

法務省 少年審判の傍聴制度の
周知徹底

法務省において、少年法の一部を改正する法律（平成20年
法律第71号）により導入された、一定の重大事件の被害者
等が少年審判を傍聴することができる制度等について、パ
ンフレット等により周知に努める。

法務省

127 205 第3 1 (１２)

日本司法支援センター
で行っている支援に関
する情報提供の充実

日本司法支援センターにおいて、様々な広報媒体を連動さ
せた広報を実施することに加え、ＳＮＳ（ソーシャルネッ
トワーキングサービス）等のメディア媒体を活用した広報
活動を実施する。

法務省 日本司法支援センター
で行っている支援に関
する情報提供の充実

日本司法支援センターにおいて、同センターが実施する犯
罪被害者支援業務を含む業務内容について、様々な広報媒
体を連動させた広報を実施することに加え、ＳＮＳ（ソー
シャルネットワーキングサービス）等のメディア媒体を活
用した広報活動を実施する。

法務省

128 199 第3 1 (１３) ア

警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・
要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続
並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説し
たパンフレット等の内容を充実させ、パンフレットの配布
等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努める。

警察庁
法務省

警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・
要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続
並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説し
たパンフレット等の内容を充実させ、パンフレットの配布
等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努める。

警察庁
法務省

129 197 第3 1 (１３) イ

警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多
寡等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被
害者の手引」について、その内容の充実、見直しを図りつ
つ、その確実な配布に努める。

警察庁 警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多
寡等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被
害者の手引」について、その内容の充実、見直しを図りつ
つ、その確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努め
る。

警察庁

130 200 第3 1 (１３) ウ

法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保
護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外
国語によるパンフレットやホームページの作成等による情
報の提供を行う。

法務省 法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保
護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外
国語によるパンフレットやホームページの作成等による情
報の提供を行う。

法務省

131 第3 1 (１４)

刑事の手続等に関する
情報提供の充実及び司
法解剖に関する遺族へ
の適切な説明等

警察庁及び法務省において連携し、検視及び司法解剖に関
し、パンフレットの配布等の工夫も含め、遺族に対する適
切な説明及び配慮に努める。また、法務省において、警察
庁、法医学関係機関等の協力を得て、司法解剖実施機関等
で司法解剖後の臓器等が中・長期に保管される場合がある
ことに関して、遺族の理解と協力が得られるよう、さら
に、適切な説明等が行われるよう、対応に努めるほか、警
察庁及び法務省において、法医学関係機関等と調整の上、
遺族に対し、死者の臓器を適切に返還するための手続等に
ついて検討する。

警察庁
法務省

刑事の手続等に関する
情報提供の充実及び司
法解剖に関する遺族へ
の適切な説明等

警察庁及び法務省において連携し、検視及び司法解剖に関
し、パンフレットの配布等の工夫も含め、遺族に対する適
切な説明及び配慮に努める。また、法務省において、警察
庁、法医学関係機関等の協力を得て、司法解剖実施機関等
で司法解剖後の臓器等が中・長期に保管される場合がある
ことに関して、遺族の理解と協力が得られるよう、さら
に、適切な説明等が行われるよう、対応に努めるほか、警
察庁及び法務省において、法医学関係機関等と調整の上、
遺族に対し、死者の臓器を適切に返還するための手続等に
ついて検討する。

警察庁
法務省

132 第3 1 (１５)

犯罪被害者等の意向を
踏まえた証拠物件の適
正な返却又は処分の推
進

警察において、検察庁と連携し、捜査上、留置の必要がな
くなった証拠物件については、証拠物件の還付の方法につ
いて犯罪被害者等と協議し、その意向を踏まえた上で返却
又は処分するよう努める。

警察庁 犯罪被害者等の意向を
踏まえた証拠物件の適
正な返却又は処分の推
進

警察において、証拠物件が滅失、毀損、変質、変形、混合
又は散逸することのないよう注意し、その証拠価値の保全
に努めるとともに、検察庁と連携し、捜査上、留置の必要
がなくなった証拠物件については、証拠物件の還付の方法
について犯罪被害者等と協議し、その意向を踏まえた上で
返却又は処分するよう努める。

警察庁

刑事の手続等に関する
情報提供の充実

刑事の手続等に関する
情報提供の充実
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133 第3 1 (１６)

証拠品の適正な処分等 法務省において、被害者の遺族及び家族の心情を踏まえ、
捜査・公判に及ぼす影響等にも配慮しつつ、証拠品の還付
等を行うとともに、必要に応じて、還付の時期及び方法等
について説明を行っているところであり、引き続きその適
切な運用に努める。

法務省 証拠品の適正な処分等 法務省において、被害者の遺族及び家族の心情を踏まえ、
捜査・公判に及ぼす影響等にも配慮しつつ、証拠品の還付
等を行うとともに、必要に応じて、還付の時期及び方法等
について説明を行っているところであり、引き続きその適
切な運用に努める。

法務省

134 第3 1 (１７) ア

警察において、捜査への支障等を勘案しつつ、「被害者連
絡制度」等を周知徹底・活用し、犯罪被害者等の要望に応
じ、捜査状況等の情報を提供するよう努める。また、犯罪
被害者等の支援の必要に応じ、犯罪被害者等早期援助団体
を始めとする民間被害者支援団体等との連携を図る。

警察庁 警察において、捜査への支障等を勘案しつつ、「被害者連
絡制度」等を周知徹底・活用し、犯罪被害者等の要望に応
じ、捜査状況等の情報を提供するよう努める。また、犯罪
被害者等の支援の必要に応じ、犯罪被害者等早期援助団体
を始めとする民間被害者支援団体等との連携を図る。

警察庁

135 第3 1 (１７) イ
法務省において、捜査への支障等を勘案しつつ、犯罪被害
者等に対し、適時適切に、捜査状況等の情報を提供するよ
う努める。

法務省 法務省において、捜査への支障等を勘案しつつ、犯罪被害
者等に対し、適時適切に、捜査状況等の情報を提供するよ
う努める。

法務省

136 第3 1 (１８)

適正かつ緻密な交通事
故事件捜査の一層の推
進等

警察において、重大・悪質な交通事故事件等については、
捜査経験豊富な交通事故事件捜査統括官及び交通事故の科
学的解析に関する研修を積んだ交通事故鑑識官が事故現場
に赴いて客観的証拠の収集等の捜査指揮を行うなど、適正
かつ緻密な交通事故事件捜査を推進するとともに、交通事
故捜査員に対する各種研修の充実に努めるなど、被害者の
心情に配意した取組を一層推進する。

警察庁 適正かつ緻密な交通事
故事件捜査の一層の推
進等

警察において、重大・悪質な交通事故事件等については、
捜査経験豊富な交通事故事件捜査統括官及び交通事故の科
学的解析に関する研修を積んだ交通事故鑑識官が事故現場
に赴いて客観的証拠の収集等の捜査指揮を行うなど、適正
かつ緻密な交通事故事件捜査を推進するとともに、交通事
故捜査員に対する各種研修の充実に努めるなど、被害者の
心情に配意した取組を一層推進する。

警察庁

137 104 第3 1 (１９)

交通事件に関する講義
の充実

法務省において、副検事に対する研修の中で、交通事件の
留意点等を熟知した専門家等による講義を行うとともに、
被害者及び被害者遺族の立場等への理解を深めるための機
会を設けるなど、交通事件をテーマとした科目の内容につ
いて一層の充実を図る。

法務省 交通事件に関する講義
の充実

法務省において、副検事に対する研修の中で、交通事件の
留意点等を熟知した専門家等による講義を行うとともに、
被害者及び被害者遺族の立場等への理解を深めるための機
会を設けるなど、交通事件をテーマとした科目の内容につ
いて一層の充実を図る。

法務省

138
103
217

第3 1 (２０)

検察官に対する児童又
は女性の犯罪被害者等
への配慮に関する研修
の充実

法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家
等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関す
る科目の内容の一層の充実を図る。

法務省 検察官に対する児童又
は女性の犯罪被害者等
への配慮に関する研修
の充実

法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家
等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関す
る科目の内容の一層の充実を図る。

法務省

139 第3 1 (２１) ア

法務省において、不起訴記録の弾力的開示を引き続き周知
徹底させる。また、不起訴記録の開示の対象拡大について
は被害者保護の要請に配慮しつつ、引き続き適切な対応に
努める。

法務省 法務省において、不起訴記録の弾力的開示を引き続き周知
徹底させる。また、不起訴記録の開示の対象拡大について
は被害者保護の要請に配慮しつつ、引き続き適切な対応に
努める。

法務省

140 第3 1 (２１) イ

法務省において、不起訴処分について、犯罪被害者等の希
望に応じ、検察官が、捜査への支障等を勘案しつつ、事
前・事後に、処分の内容及び理由について十分な説明を行
うよう努める。

法務省 法務省において、不起訴処分について、犯罪被害者等の希
望に応じ、検察官が、捜査への支障等を勘案しつつ、事
前・事後に、処分の内容及び理由について十分な説明を行
うよう努める。

法務省

141 第3 1 (２２)

検察審査会の起訴議決
に拘束力を認める制度
の運用への協力

法務省において、平成16年の検察審査会法（昭和23年法律
第147号）改正により導入された一定の場合に検察審査会の
起訴議決に拘束力を認める制度について、公訴権の実行に
関し民意を反映させてその適正を図るという趣旨の実現に
向け、引き続き必要な協力をする。

法務省 検察審査会の起訴議決
に拘束力を認める制度
の運用への協力

法務省において、平成16年の検察審査会法（昭和23年法律
第147号）改正により導入された一定の場合に検察審査会の
起訴議決に拘束力を認める制度について、公訴権の実行に
関し民意を反映させてその適正を図るという趣旨の実現に
向け、引き続き必要な協力をする。

法務省

142 第3 1 (２３)

受刑者と犯罪被害者等
との面会・信書の発受
の適切な運用

法務省において、受刑中の加害者との面会・信書の発受を
希望する犯罪被害者等に関し、法令に基づき、受刑中の者
と犯罪被害者等との面会・信書の発受について、引き続き
適切に運用されるように努める。

法務省 受刑者と犯罪被害者等
との面会・信書の発受
の適切な運用

法務省において、受刑中の加害者との面会・信書の発受を
希望する犯罪被害者等に関し、法令に基づき、受刑中の者
と犯罪被害者等との面会・信書の発受について、引き続き
適切に運用されるように努める。

法務省

143 92 第3 1 (２４)

法務省において、犯罪被害者等の心情等を理解させるため
の「被害者の視点を取り入れた教育」について、犯罪被害
者等や犯罪被害者支援団体の意見を踏まえながら、矯正施
設における受刑者等に対する改善指導・矯正教育等の充実
に努める。また、家庭裁判所、検察庁等から矯正施設に送
付される資料の中に犯罪被害者等の心情等が記載されてい
る場合には、同資料を被収容者に対する指導に有効活用す
るよう努める。

法務省 法務省において、矯正施設の被収容者を対象に実施してい
る「被害者の視点を取り入れた教育」について、犯罪被害
者等や犯罪被害者支援団体の意向に配慮し、犯罪被害者等
の心情等への理解を深めさせ、謝罪や被害弁償等の具体的
な行動を促すための指導を含めた改善指導・矯正教育等の
充実に努める。また、家庭裁判所、検察庁等から矯正施設
に送付される資料の中に犯罪被害者等の心情等が記載され
ている場合には、同資料を被収容者に対する指導に有効活
用するよう努める。

法務省犯罪被害者等の意見等
を踏まえた適切な加害
者処遇の推進等

捜査に関する適切な情
報提供等

不起訴事案等に関する
適切な情報提供

犯罪被害者等の意見等
を踏まえた適切な加害
者処遇の推進等

不起訴事案等に関する
適切な情報提供

捜査に関する適切な情
報提供等
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144 第3 1 (２４)

法務省において、保護処分の執行に資するため、少年の身
体的・精神的状況、家庭環境、施設内の行動及び処遇の経
過等に関する必要な記載がなされている少年簿について、
関係機関と連携し、犯罪被害者等に関する事項について必
要な情報を収集し、適切に記載するよう努める。

法務省 法務省において、保護処分の執行に資するため、少年の身
体的・精神的状況、家庭環境、施設内の行動及び処遇の経
過等に関する必要な記載がなされている少年簿について、
関係機関と連携し、犯罪被害者等に関する事項について必
要な情報を収集し、適切に記載するよう努める。

法務省

145 第3 1 (２４)

法務省において、保護観察対象者に対する、問題性に応じ
た専門的処遇プログラムの内容等の充実を図るとともに、
当該プログラムの受講を保護観察における特別遵守事項と
して設定するなどして、適切に実施する。また、保護観察
対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固めさせ、犯罪被
害者等の意向に配慮しながら誠実に対応することを促すた
め、しょく罪のための指導を適切に実施する。

法務省 法務省において、保護観察対象者に対する、問題性に応じ
た専門的処遇プログラムの内容等の充実を図るとともに、
当該プログラムの受講を保護観察における特別遵守事項と
して設定するなどして、適切に実施する。また、保護観察
対象者に対し、再び罪を犯さない決意を固めさせ、犯罪被
害者等の意向に配慮しながら誠実に対応することを促すた
め、しょく罪のための指導を適切に実施する。

法務省

146 第3 1 (２４)

保護観察所において、犯罪被害者等の申出に応じ、犯罪被
害者等から被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれてい
る状況等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制度におい
て、当該対象者に対して、被害の実情を直視させ、反省や
悔悟の情を深めさせるような指導監督を徹底する。

法務省 ※新規の計画案文を提出するため廃止

犯罪被害者等の意見等
を踏まえた適切な加害
者処遇の推進等

「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」
報告書を踏まえ、心情等伝達制度の運用を含め、被害者等
の心情等を踏まえた保護観察処遇の充実について検討を行
い、必要な施策を実施する。

147 第3 1 (２５)

犯罪被害者等の意見を
踏まえた仮釈放等審理
の実施

地方更生保護委員会において、仮釈放等を許すか否かの判
断に当たって、犯罪被害者等の申出により聴取した意見等
を考慮し、必要に応じて保護観察中の特別遵守事項に反映
させているところ、仮釈放等の審理において、一層犯罪被
害者等の意見がしんしゃくされるよう努める。

法務省 犯罪被害者等の意見を
踏まえた仮釈放等審理
の実施

地方更生保護委員会において、仮釈放等を許すか否かの判
断に当たって、犯罪被害者等の申出により聴取した意見等
を考慮し、必要に応じて保護観察中の特別遵守事項に反映
させているところ、仮釈放等の審理において、一層犯罪被
害者等の意見がしんしゃくされるよう努める。

法務省

148 第3 1 (２６)

更生保護官署職員に対
する研修等の充実

法務省において、仮釈放等を許すか否かを判断する地方更
生保護委員会委員を対象とした研修について、犯罪被害者
等の意見を仮釈放等の審理に適切に反映させるための講義
を実施しているところ、より一層犯罪被害者等の心情や現
状に配慮した仮釈放等の審理がなされるよう、引き続き、
研修内容の充実に努める。

法務省 更生保護官署職員に対
する研修等の充実

法務省において、仮釈放等を許すか否かを判断する地方更
生保護委員会委員を対象とした研修について、犯罪被害者
等の意見を仮釈放等の審理に適切に反映させるための講義
を実施しているところ、より一層犯罪被害者等の心情や現
状に配慮した仮釈放等の審理がなされるよう、引き続き、
研修内容の充実に努める。

法務省

149 第3 1 (２７)

矯正施設職員に対する
研修等の充実

法務省において、矯正施設職員の新採用職員や初級幹部要
員を対象とする研修について、「犯罪被害者の視点」等の
テーマによる講義を実施しているほか、上級幹部要員を対
象とする研修について、犯罪被害者団体等の関係者を講師
に招くなど、犯罪被害者等の置かれている現状や心情等の
理解を深められるよう、引き続き、研修内容の充実に努め
る。

法務省 矯正施設職員に対する
研修等の充実

法務省において、矯正施設職員の新採用職員や初級幹部要
員を対象とする研修について、「犯罪被害者の視点」等の
テーマによる講義を実施しているほか、上級幹部要員を対
象とする研修について、犯罪被害者団体等の関係者を講師
に招くなど、犯罪被害者等の置かれている現状や心情等の
理解を深められるよう、引き続き、研修内容の充実に努め
る。

法務省
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○　第４　支援等のための体制整備への取組

施策
番号

再掲 大 中 小 細 項目名 計画文 担当府省庁 項目名 計画案文 担当府省庁

150 第４ 1 (１)

地方公共団体における
総合的対応窓口の設置
及び地域住民に対する
周知の促進

警察庁において、市町村における犯罪被害者等施策の窓口
となる部局の確定状況等について定期的に確認するととも
に、市町村に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行
う総合的対応窓口の設置を要請する。また、国民に対して
地方公共団体における総合的対応窓口や支援施策の周知を
図るため、政府広報や犯罪被害者等施策に関するホーム
ページ、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）
等を通じた広報の充実に努める。さらに、地方公共団体に
対し、ホームページにおける犯罪被害者支援に関するサイ
トの充実等により、犯罪被害者等のみならず地域住民に総
合的対応窓口を始め地域で利用できる相談機関や各種制度
等を周知するよう要請する。

警察庁 ※平成31年４月時点で総合的対応窓口が全ての地方公共団体
に設置されたことに伴い、設置促進から周知促進を軸にした
計画を新規に設けるため、現行計画を廃止。

地方公共団体における
総合的対応窓口の周知
の促進

警察庁において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の
担当部局及び犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的
対応窓口の担当部局について定期的に確認する。また、国民
に対して地方公共団体における総合的対応窓口や支援施策の
周知を図るため、ポスター、リーフレット、犯罪被害者等施
策に関するウェブサイト、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキ
ングサービス）等を活用した広報の充実に努める。さらに、
地方公共団体に対し、犯罪被害者等支援に関するウェブサイ
トの充実等により、犯罪被害者等のみならず地域住民に総合
的対応窓口を始め地域で利用できる相談機関や各種制度等を
周知するよう要請する。

警察庁

151 第４ 1 (２)

地方公共団体における
総合的対応窓口等の充
実の促進

警察庁において、地方公共団体に対し、都道府県・政令指
定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議の開催、地方公共
団体の職員を対象にした研修、「犯罪被害者等施策メール
マガジン」の発信等を通じて、犯罪被害者支援における先
進的・意欲的な取組事例を始めとする有益な情報を提供す
るとともに、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合
的対応窓口の機能の充実を要請する。また、政令指定都市
の区役所における犯罪被害者等への対応については、区役
所に一般的な区民相談窓口が設けられていることを踏まえ
て、当該相談窓口において、犯罪被害者等の心情等に配慮
した適切な対応がなされるよう体制の整備を要請する。

警察庁 地方公共団体における
総合的対応窓口等の充
実の促進

警察庁において、地方公共団体に対し、都道府県・政令指定
都市犯罪被害者等施策主管課室長会議の開催、地方公共団体
の職員を対象にした研修、「犯罪被害者等施策メールマガジ
ン」の発信等を通じて、犯罪被害者等に適切な情報提供等を
行う総合的対応窓口における好事例や犯罪被害者等支援にお
ける先進的・意欲的な取組事例等を提供するとともに、総合
的対応窓口等の相談窓口機能の充実を要請する。

警察庁

152 第４ 1 (３)

地方公共団体における
専門職の活用及びこれ
らとの更なる連携・協
力の充実・強化

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の生
活支援を効果的に行うため、犯罪被害者支援分野における
社会福祉士、精神保健福祉士及び臨床心理士等の専門職の
活用を働き掛ける。また、犯罪被害者等が早期に専門職に
つながるよう、地方公共団体における総合的対応窓口と関
係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請す
る。

警察庁 地方公共団体における
専門職の活用及びこれ
らとの更なる連携・協
力の充実・強化

警察庁において、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の生活
支援を効果的に行うため、犯罪被害者等支援分野における社
会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師及び臨床心理士等の
専門職の活用を働き掛ける。また、犯罪被害者等が早期に専
門職につながるよう、地方公共団体における総合的対応窓口
と関係機関・団体との更なる連携・協力の充実・強化を要請
する。

警察庁

153 第４ 1 (４)

地方公共団体における
総合的かつ計画的な犯
罪被害者支援の促進

地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的
かつ計画的な犯罪被害者支援に資するよう、警察庁におい
て、犯罪被害者等に関する条例の制定又は計画・指針の策
定状況について適切に情報提供を行う。

警察庁 地方公共団体における
総合的かつ計画的な犯
罪被害者等支援の促進

地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的か
つ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、警察庁におい
て、犯罪被害者等支援を目的とした条例等、犯罪被害者等支
援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定又は計画・
指針の策定状況について適切に情報提供を行う。

警察庁

相談及び情報の提供等（基本法第11条関係）

第４次犯罪被害者等基本計画（仮称・案）第３次犯罪被害者等基本計画
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154 第４ 1 (５)

地方公共団体間の連
携・協力の促進等

警察庁において、各都道府県内における市町村の連携・協
力の促進を図るため、都道府県による市町村の犯罪被害者
支援担当者を集めた研修の実施等に協力する。また、地方
公共団体をまたいで連携・協力が必要な事案が発生した際
に備えて、各地方公共団体における犯罪被害者支援に関す
るコンタクト・ポイントを一覧にまとめた資料を整備し、
地方公共団体間の情報の共有化を促進する。

警察庁 地方公共団体間の連
携・協力の促進等

警察庁において、各都道府県内における市町村の連携・協力
の促進を図るため、都道府県による市町村の犯罪被害者等支
援担当者を集めた研修の実施等に協力する。また、地方公共
団体をまたいで連携・協力が必要な事案が発生した際に備え
て、各地方公共団体における犯罪被害者等支援に関するコン
タクト・ポイントを一覧にまとめた資料を整備し、地方公共
団体間の情報の共有化を促進する。

警察庁

犯罪被害者等施策に携
わる地方公共団体職員
等の育成、意識の向上

警察庁において、地方公共団体における職員等の育成及び意
識の向上を図るため、犯罪被害者等や犯罪被害者等の援助に
精通した有識者を招き、関係府省庁、地方公共団体の職員等
を対象とする「犯罪被害者等施策講演会」を開催する。ま
た、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会
議等を通じて、犯罪被害者等支援に関する最新の話題や傾向
を情報提供するとともに、地方公共団体における犯罪被害者
等支援の先進的・意欲的な取組事例を含めた資料の提供に努
める。

警察庁

155 第４ 1 (６)

地方公共団体における
性犯罪被害者支援への
取組の促進

内閣府において、男女共同参画センター等における中長期
的なカウンセリング等の性犯罪被害者支援の取組が促進さ
れるよう、先進的な好事例の収集・提供に努める。

内閣府 地方公共団体における
性犯罪被害者支援への
取組の促進

内閣府において、関係省庁と連携し、ワンストップ支援セン
ターについて、24時間365日対応化や拠点となる病院の整備
促進、コーディネーターの配置・常勤化などの地域連携体制
の確立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制確保、
支援員の適切な処遇など運営の安定化及び質の向上を図る。
また、全国共通短縮番号を周知するとともに、夜間・休日に
おいても相談を受け付けるコールセンターの設置及び地域で
の緊急事案への対応体制の整備、各都道府県の実情に応じた
被害者支援センターの増設等、相談につながりやすい体制整
備を図る。

内閣府

156 59 第４ 1 (７)

性犯罪被害者に対する
緊急避妊に関する情報
提供

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必
要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよ
う、保健所や女性健康支援センター等による情報提供を図
る。

厚生労働省 性犯罪被害者に対する
緊急避妊に関する情報
提供

厚生労働省において、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必要
とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、
保健所や女性健康支援センター等による情報提供を図る。

厚生労働省

157 60 第４ 1 (８)

性犯罪被害者対応にお
ける看護師等の活用

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協
力を得て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門的知
識・技能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を
推進する。

厚生労働省 性犯罪被害者対応にお
ける看護師等の活用

厚生労働省において、内閣府、警察庁及び文部科学省の協力
を得て、医療機関に対して、性犯罪に関する専門的知識・技
能を備えた看護師、助産師等の活用について啓発を推進す
る。

厚生労働省

158 第4 1 (9)

性犯罪被害に遭った児
童生徒への対応の充実

性犯罪被害者である児童生徒及びその保護者の相談等に対
し、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカ
ウンセラー等が連携し、適切な対応ができるよう、学校内
の教育相談体制の充実を図るとともに、関係機関との積極
的な連携を促進する。併せて、24時間子供ＳＯＳダイヤル
やワンストップ支援センターについて、教育委員会等を通
じて学校にいる児童生徒や保護者に周知を図る。

文部科学省 性犯罪被害に遭った児
童生徒への対応の充実

性犯罪被害者である児童生徒及びその保護者の相談等に対
し、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウ
ンセラー等が連携し、適切な対応ができるよう、学校内の教
育相談体制の充実を図るとともに、関係機関との積極的な連
携を促進する。併せて、24時間子供ＳＯＳダイヤルやワンス
トップ支援センターについて、教育委員会等を通じて学校に
いる児童生徒や保護者に周知を図る。

文部科学省

159 61 第４ 1 (１０) ア

警察庁において、内閣府及び厚生労働省の協力を得て、性
犯罪被害者が必要としている支援を迅速かつ適切に提供で
きるよう、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター開設・運営の手引」の活用促進や「犯罪被害
者等施策メールマガジン」を通じた情報提供等により、地
方公共団体における性犯罪被害者支援に係る関係部局や医
療機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・
協力の充実・強化を要請する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

※ワンストップ支援センターにおける取組事例を含めた資料
の提供を新規に計画するため廃止【P】

内閣府
警察庁
厚生労働省

ワンストップ支援セン
ターの設置促進

（項目名）
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160 62 第４ 1 (１０) イ

内閣府において、相談員等に対し、性犯罪を含む女性に対
する暴力の被害者支援に関する研修を実施し、相談体制の
充実を図る。

内閣府 内閣府において、関係省庁と連携し、ワンストップ支援セン
ターについて、24時間365日対応化や拠点となる病院の整備
促進、コーディネーターの配置・常勤化などの地域連携体制
の確立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制確保、
支援員の適切な処遇など運営の安定化及び質の向上を図る。
また、全国共通短縮番号を周知するとともに、夜間・休日に
おいても相談を受け付けるコールセンターの設置及び地域で
の緊急事案への対応体制の整備、各都道府県の実情に応じた
被害者支援センターの増設等、相談につながりやすい体制整
備を図る。

内閣府

警察庁において、地方公共団体における犯罪被害者等施策の
担当部局に対し、ワンストップ支援センターに関する情報提
供等を行うほか、地域における性犯罪・性暴力被害者支援の
充実のため、内閣府及び厚生労働省と連携し、ワンストップ
支援センターにおける取組事例を含めた資料の提供に努め
る。【P】

警察庁

161 63 第４ 1 (１０) ウ

厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害
者支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援
センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能
な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に
提供する。

厚生労働省 厚生労働省において、都道府県等の協力を得て、犯罪被害者
支援団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援セン
ター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療
機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供す
る。

厚生労働省

162 64 第４ 1 (１０) エ

厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図る
とともに、当該制度によりワンストップ支援センターを施
設内に設置している医療機関を検索することができること
の周知を図る。

厚生労働省 厚生労働省において、医療機能情報提供制度の充実を図ると
ともに、当該制度によりワンストップ支援センターを施設内
に設置している医療機関を検索することができることの周知
を図る。

厚生労働省

163 65 第４ 1 (１０) オ

上記施策のほか、関係府省庁において、必要に応じて連携
し、ワンストップ支援センターを含む性犯罪被害者の支援
体制の充実のための施策を検討する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

上記施策のほか、関係府省庁において、必要に応じて連携
し、ワンストップ支援センターを含む性犯罪被害者の支援体
制の充実のための施策を検討する。

内閣府
警察庁
厚生労働省

164 221 第４ 1 (１１)

コーディネーターとし
ての役割を果たせる民
間支援員の養成への支
援

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者
等支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団
体が行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協
力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支
援全般（必要な支援についての相談・情報提供、適切な機
関・団体への橋渡し等）をマネジメントするコーディネー
ターとしての役割を果たせる人材の育成を支援する。ま
た、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進する
ため、地方公共団体職員のほか民間支援員も参加する研修
の実施に努める。

警察庁 コーディネーターとし
ての役割を果たせる民
間支援員の養成への支
援

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者等
支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団体が
行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協力を行
い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般
（必要な支援についての相談・情報提供、適切な機関・団体
への橋渡し等）をマネジメントするコーディネーターとして
の役割を果たせる人材の育成を支援する。また、地域におけ
る犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団
体職員のほか民間支援員も参加する研修の実施に努める。

警察庁

165 第４ 1 (１２)

地方公共団体の取組に
対する支援

内閣府において、都道府県及び市町村内の関係部局その他
関係機関の連携強化を通じ、配偶者等からの暴力被害者支
援に係るワンストップ・サービスの構築を推進するための
必要な助言等を行う。

内閣府 地方公共団体の取組に
対する支援

内閣府において、都道府県及び市町村内の関係部局その他関
係機関の連携強化を通じ、配偶者等からの暴力被害者支援に
係る取組の充実を図る。

内閣府

166 第４ 1 (１３)

警察と関係機関・団体
等との連携・協力の充
実・強化及び情報提供
の充実

警察において、他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体
等との連携・協力を充実・強化し、それらの諸機関・団体
等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努
めるとともに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌す
る府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書
等を常備、提供等するよう努める。

警察庁 警察と関係機関・団体
等との連携・協力の充
実・強化及び情報提供
の充実

警察において、他の犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等
との連携・協力を充実・強化し、それらの諸機関・団体等の
犯罪被害者等支援のための制度等を説明できるよう努めると
ともに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁
の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備、
提供等するよう努める。

警察庁
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167 第４ 1 (１４)

被害者支援連絡協議会
及び被害者支援地域
ネットワークにおける
連携の推進

警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土
交通省の協力を得て、各都道府県警察・警察署レベルで設
置している知事部局、地方検察庁、弁護士会、医師会、臨
床心理士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等をメ
ンバーとする被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域
ネットワークについて、メンバー間の連携を図るととも
に、相互の協力を強化し、生活、医療、裁判等多岐にわた
る分野について、具体的な事案に応じた対応力の向上を図
る。

警察庁 被害者支援連絡協議会
及び被害者支援地域
ネットワークにおける
連携の推進

警察において、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交
通省の協力を得て、各都道府県警察・警察署レベルで設置し
ている知事部局、地方検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理
士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等をメンバーと
する被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワーク
について、メンバー間の連携を図るとともに、相互の協力を
強化し、就職等の生活支援を始め、医療、裁判等多岐にわた
る分野について、実践的なシミュレーション訓練の実施等を
通じて具体的な事案に応じた対応力の向上を図る。

警察庁

168 第４ 1 (１５) ア

警察において、全国統一の相談専用電話「＃9110番」や性
犯罪相談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被
害者等の住所地等にかかわらず、また、匿名であっても相
談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じて、当該
都道府県又は警察署の被害者支援連絡協議会等ネットワー
クに参画する機関・団体等の情報提供等や、他都道府県又
は他警察署のネットワークの活用にも配慮する。また、被
害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を
早期に認知して検挙に結び付けるため、暴力団が関与する
犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取引事犯等に関
する通報を匿名で受け付け、事件検挙等への貢献度に応じ
て情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用を推
進する。このほか、交通事故被害者等からの相談に応じ、
保険請求・損害賠償請求制度の概要の説明や各種相談窓口
の紹介等を実施するとともに、死亡事故等の一定の交通事
故事件の被害者等から、当該交通事故等を起こした加害者
に対する意見の聴取等の期日等や行政処分の結果について
の問合せがあった場合に、行政処分担当課等から回答する
など、適切な対応に努める。

警察庁 警察における相談体制
の充実等

警察において、全国統一の相談専用電話「＃9110番」や性犯
罪相談、少年相談等の個別の相談窓口において、犯罪被害者
等の住所地等にかかわらず、また、匿名であっても相談に応
じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じて、当該都道府県
又は警察署の被害者支援連絡協議会等ネットワークに参画す
る機関・団体等の情報提供等や、他都道府県又は他警察署の
ネットワークの活用にも配慮する。また、被害者本人からの
申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知して検
挙に結び付けるため、暴力団が関与する犯罪、少年福祉犯
罪、児童虐待事案、人身取引事犯等に関する通報を匿名で受
け付け、事件検挙等への貢献度に応じて情報料を支払う「匿
名通報ダイヤル」の適切な運用を推進する。このほか、交通
事故被害者等からの相談に応じ、保険請求・損害賠償請求制
度の概要の説明や各種相談窓口の紹介等を実施するととも
に、死亡事故等の一定の交通事故事件の被害者等から、当該
交通事故等を起こした加害者に対する意見の聴取等の期日等
や行政処分の結果についての問合せがあった場合に、行政処
分担当課等から回答するなど、適切な対応に努める。

警察庁

169 第４ 1 (１５) イ

警察において、性犯罪被害相談については、相談者の希望
する性別の職員が対応し、また、執務時間外においては当
直等が対応した上で後に担当者に引き継ぐなど、適切な運
用を推進する。

警察庁 警察における相談体制
の充実等

警察において、性犯罪被害相談については、相談者の希望す
る性別の職員が対応し、また、執務時間外においては当直等
が対応した上で後に担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推
進する。

170 第４ 1 (１６)

警察における被害少年
等が相談しやすい環境
の整備

警察において、少年サポートセンターや各警察署の少年係
等、少年からの悩みごと、困りごとの相談を受け付けるた
めの窓口が、関係機関への十分な引継ぎを含め、相談者の
立場に立った対応をするよう努めていくとともに、「ヤン
グ・テレホン・コーナー」等の名称での電話による相談窓
口の設置や、フリーダイヤル、電子メールによる相談の導
入等により、被害少年等が相談しやすい環境の整備を図
る。

警察庁 警察における被害少年
等が相談しやすい環境
の整備

被害少年に関する相談窓口について、被害少年が早期に適切
な支援を受けることができるよう、各都道府県警察のホーム
ページやＳＮＳ等への掲載のほか、非行防止教室等の様々な
機会を活用するなどして、被害少年やその保護者に対する効
果的な周知広報を行うとともに、少年サポートセンターの警
察施設外での設置や少年相談室の整備、少年相談専用電話の
フリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等被害
少年が相談しやすい環境の充実を図る。

警察庁

171 第４ 1 (１７)

「指定被害者支援要員
制度」の活用

警察において、指定された警察職員（指定被害者支援要
員）が、事件発生直後から犯罪被害者等に付き添い、必要
な助言、指導、情報提供等を行ったり、被害者支援連絡協
議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセ
ラー、弁護士会、関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う
民間の団体等の紹介・引継ぎを実施するなどする「指定被
害者支援要員制度」について、法務省、文部科学省、厚生
労働省及び国土交通省の協力を得て、その積極的活用を図
るとともに、それらの警察職員に対し、犯罪被害者等に対
する支援に必要となる知識等についての研修、教育等の充
実に努める。

警察庁 「指定被害者支援要員
制度」の活用

警察において、指定された警察職員（指定被害者支援要員）
が、事件発生直後から犯罪被害者等に付き添い、必要な助
言、指導、情報提供等を行ったり、被害者支援連絡協議会等
のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士
会、関係機関又は犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の
紹介・引継ぎを実施するなどする「指定被害者支援要員制
度」について、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交
通省の協力を得て、その積極的活用を図るとともに、それら
の警察職員に対し、犯罪被害者等に対する支援に必要となる
知識等についての研修、教育等の充実に努める。

警察庁

172 第４ 1 (１８)

交通事故相談活動の推
進

国土交通省において、都道府県の交通事故相談員が交通事
故被害者等から刑事手続等の相談を受けた場合、警察、検
察、法テラス、被害者支援センター等の支援活動について
適切に教示するよう、研修等の場において周知する。

国土交通省 交通事故相談活動の推
進

国土交通省において、交通事故相談活動に携わる地方公共団
体の交通事故相談員に対し、各種研修や実務必携の発刊を通
じた能力向上を図るなど、地方公共団体の交通事故相談所の
活動を推進する。

国土交通省

警察における相談体制
の充実等
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173 第４ 1 (１９)

公共交通事故被害者へ
の支援

国土交通省において、公共交通事故被害者支援室を設置
し、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓
口機能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営
むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション
機能等を担い、公共交通事故による被害者等への支援を
行っている。引き続き、外部の関係機関とのネットワーク
の構築、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促
進等、公共交通事故の被害者等への支援の取組を着実に進
める。

国土交通省 公共交通事故被害者へ
の支援

国土交通省において、公共交通事故被害者支援室を設置し、
①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機
能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活を営むこと
ができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能等を
担い、公共交通事故による被害者等への支援を行っている。
引き続き、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交
通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事
故の被害者等への支援の取組を着実に進める。

国土交通省

174 第４ 1 (２０)

婦人相談所等職員に対
する研修の促進

厚生労働省において、各地方公共団体における配偶者から
の暴力被害女性の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す
る理解を深めるために婦人相談所等職員への専門研修を促
進する。

厚生労働省 婦人相談所等職員に対
する研修の促進

厚生労働省において、各地方公共団体における配偶者からの
暴力被害女性の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理
解を深めるために婦人相談所等職員への専門研修を促進す
る。

厚生労働省

175 第４ 1 (２１)

ストーカー事案への対
策の推進

内閣府において、被害者の支援ニーズに応じ、切れ目なく
適切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わ
る人材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進
する。

内閣府 ストーカー事案への対
策の推進

内閣府において、被害者の支援ニーズに応じ、切れ目なく適
切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わる人
材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進する。

内閣府

176 第４ 1 (２２)

ストーカー事案への適
切な対応

警察において、ストーカー総合対策（平成27年３月20日ス
トーカー総合対策関係省庁会議）を踏まえ、関係省庁と連
携して、各種対策（ストーカー事案に対応する体制の整
備、被害者等の一時避難等の支援、被害者情報の保護、被
害者等に対する情報提供等、ストーカー予防のための教育
等及び加害者に関する取組の推進）を行い、関係機関等と
の連携の下、被害者等の安全確保を最優先とした組織によ
る迅速・的確な対応を推進する。

警察庁 ストーカー事案への適
切な対応

警察において、ストーカー総合対策（平成29年４月24日ス
トーカー総合対策関係省庁会議改訂）を踏まえ、関係省庁と
連携して、各種対策（被害者等からの相談対応の充実、被害
者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係る支援の
推進、調査研究及び広報啓発活動等の推進、加害者対策の推
進並びに支援等を図るための措置）を行い、関係機関等との
連携の下、被害者等の安全確保を最優先とした組織による迅
速・的確な対応を推進する。

警察庁

177 第４ 1 (２３)

人身取引被害者の保護
の推進

人身取引対策については、関係閣僚から成る「人身取引対
策推進会議」を随時開催するとともに、「人身取引対策行
動計画2014」（平成26年12月16日犯罪対策閣僚会議決定）
に基づき、被害者保護を含む各種施策を推進する。

内閣官房 人身取引被害者の保護
の推進

 人身取引（性的サービスや労働の強要等）対策について
は、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催
するとともに、「人身取引対策行動計画2014」（平成26年12
月16日犯罪対策閣僚会議決定）に基づき、国民に対する情報
提供、被害者への支援を含む各種施策を推進する。

内閣官房

178 第４ 1 (２４)

検察庁の犯罪被害者等
支援活動における福
祉・心理関係の専門機
関等との連携の充実

法務省において、検察庁における犯罪被害者等支援活動に
際し、刑事手続に関する専門的な法的知識、捜査・公判の
実務経験に基づき、犯罪被害者等の立場を理解し適切に対
応するとともに、福祉・心理関係の専門機関等との連携の
充実を図る。

法務省 検察庁の犯罪被害者等
支援活動における福
祉・心理関係の専門機
関等との連携の充実

法務省において、検察庁における犯罪被害者等支援活動に際
し、刑事手続に関する専門的な法的知識、捜査・公判の実務
経験に基づき、犯罪被害者等の立場を理解し適切に対応する
とともに、福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実を図
る。

法務省

179 第４ 1 (２５)

検察庁における被害者
支援員と関係機関・団
体等との連携・協力の
充実・強化及び情報提
供の充実

法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援に係る
諸機関・団体等との連携・協力を充実・強化することによ
り、検察庁に相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、被害
者支援員の連絡先等の必要な情報をより分かりやすく提供
することや、上記諸機関・団体等における犯罪被害者等支
援のための制度等について被害者支援員が説明できるよう
努め、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌す
る府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書等を備え
付けて提供するなど、より多くの情報を提供できるよう努
める。

法務省 検察庁における被害者
支援員と関係機関・団
体等との連携・協力の
充実・強化及び情報提
供の充実

法務省において、被害者支援員と犯罪被害者等支援に係る諸
機関・団体等との連携・協力を充実・強化することにより、
検察庁に相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、被害者支援
員の連絡先等の必要な情報をより分かりやすく提供すること
や、上記諸機関・団体等における犯罪被害者等支援のための
制度等について被害者支援員が説明できるよう努め、さら
に、犯罪被害者等支援のための諸制度を所掌する府省庁の協
力を得て、当該制度に関する案内書等を備え付けて提供する
など、より多くの情報を提供できるよう努める。

法務省

180 第４ 1 (２６)

更生保護官署における
関係機関等との連携・
協力、被害者担当保護
司との協働による支援
の充実

法務省において、保護観察所の被害者担当の保護観察官及
び被害者担当保護司の協働態勢の下、犯罪被害者等の悩み
や不安を傾聴し、そのニーズに応じて、適切な関係機関・
団体等への紹介を行うなどしているところ、今後も関係機
関・団体等との連携・協力を深めるなどし、支援内容の充
実を図るとともに、被害者担当保護司の役割を含む更生保
護における犯罪被害者等施策の周知に努める。

法務省 更生保護官署における
関係機関等との連携・
協力、被害者担当保護
司との協働による支援
の充実

法務省において、保護観察所の被害者担当の保護観察官及び
被害者担当保護司の協働態勢の下、犯罪被害者等の悩みや不
安を傾聴し、そのニーズに応じて、適切な関係機関・団体等
への紹介を行うなどしているところ、今後も関係機関・団体
等との連携・協力を深めるなどし、支援内容の充実を図る。

法務省

24



181 第４ 1 (２７)

被害者担当の保護観察
官及び保護司に対する
研修等の充実

法務省において、被害者担当の保護観察官及び保護観察所
に配置されている被害者担当保護司に対して、犯罪被害者
等やその支援に携わる実務家による講義の実施等、犯罪被
害者等の置かれている現状や心情等への理解を深めるとと
もに、適切な対応を確実に行うことを目的とした研修を実
施しているところ、引き続き、研修内容の充実を図り、二
次的被害の防止を徹底する。

法務省 被害者担当の保護観察
官及び保護司に対する
研修等の充実

法務省において、被害者担当の保護観察官及び保護観察所に
配置されている被害者担当保護司に対して、様々な犯罪被害
者等やその支援に携わる実務家による講義の実施等、犯罪被
害者等の置かれている現状や心情等への理解を深めるととも
に、適切な対応を確実に行うことを目的とした研修を実施し
ているところ、引き続き、研修内容の充実により被害者担当
の保護観察官及び被害者担当保護司のスキルアップを図り、
二次的被害の防止を徹底するとともに，適正な被害者等施策
の実施に努める。

法務省

被害者等の声を踏まえ
た運用改善や制度改正
の実施についての検討

「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」報
告書を踏まえ、被害者等の声を踏まえた運用改善や制度改正
の実施について検討を行い、必要な施策を実施する。

法務省

182 第４ 1 (２８)

犯罪被害者の相談窓口
の周知と研修体制の充
実

法務省において、人権擁護機関が実施する人権相談、人権
侵犯事件の調査救済制度について、引き続き、周知を図
る。また、｢子どもの人権110番｣、「子どもの人権ＳＯＳミ
ニレター」、「女性の人権ホットライン」及び｢インター
ネット人権相談受付窓口｣等の人権擁護機関の取組につい
て、その趣旨や内容を周知するため、広報活動の一層の充
実を図る。加えて、人権相談に際しては、犯罪被害者から
の相談に限らず、相談者の置かれた立場を十分に理解し、
適切な対応をとることができるよう、より一層研修の充実
に努める。また、法務大臣により委嘱された民間ボラン
ティアである人権擁護委員に対しては、新任委員に対する
委嘱時研修を始めとする各種研修を通じて、犯罪被害者を
含む人権問題全般に対して適切に対応できるよう、引き続
き適切かつ十分な研修等の実施に努める。

法務省 犯罪被害者の相談窓口
の周知と研修体制の充
実

法務省において、人権擁護機関が実施する人権相談、人権侵
犯事件の調査救済制度について、引き続き、周知を図る。ま
た、｢子どもの人権110番｣、「子どもの人権ＳＯＳミニレ
ター」、「女性の人権ホットライン」、「ＳＮＳ（ＬＩＮ
Ｅ）による人権相談」及び｢インターネット人権相談受付窓
口｣等の人権擁護機関の取組について、その趣旨や内容を周
知するため、広報活動の一層の充実を図る。加えて、人権相
談に際しては、犯罪被害者からの相談に限らず、相談者の置
かれた立場を十分に理解し、適切な対応をとることができる
よう、より一層研修の充実に努める。また、法務大臣により
委嘱された民間ボランティアである人権擁護委員に対して
は、新任委員に対する委嘱時研修を始めとする各種研修を通
じて、犯罪被害者を含む人権問題全般に対して適切に対応で
きるよう、引き続き適切かつ十分な研修等の実施に努める。

法務省

183 第４ 1 (２９)
犯罪被害者である子供
の支援

法務省において、子供の人権が侵害されている疑いのある
事案を認知した場合には、関係機関と連携の上、人権侵犯
事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じ

法務省 犯罪被害者である子供
の支援

法務省において、子供の人権が侵害されている疑いのある事
案を認知した場合には、関係機関と連携の上、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。

法務省

184 第４ 1 (３０)

高齢者に関する人権相
談への対応の充実

法務省において、高齢者施設等の社会福祉施設における特
設の人権相談所を開設するなど、高齢者や身近に高齢者と
接する機会の多い者からの人権相談への対応の充実に引き
続き努める。

法務省 高齢者に関する人権相
談への対応の充実

法務省において、高齢者施設等の社会福祉施設における特設
の人権相談所を開設するなど、高齢者や身近に高齢者と接す
る機会の多い者からの人権相談への対応の充実に引き続き努
める。

法務省

185 第４ 1 (３１) ア

日本司法支援センターにおいて、弁護士等のサービスの提
供を自発的に求めることが期待できない認知機能が不十分
な高齢者・障害者に対し、その生活再建に資するよう、民
事法律扶助による法的支援の更なる充実に向けた検討を行

法務省 日本司法支援センターにおいて、弁護士等のサービスの提供
を自発的に求めることが期待できない認知機能が不十分な高
齢者・障害者に対し、その生活再建に資するよう、民事法律
扶助による法的支援を適切に実施する。

法務省

186 第４ 1 (３１) イ

日本司法支援センターにおいて、深刻な被害に進展するお
それの強いＤＶ・ストーカー・児童虐待の被害者に対する
法的支援の更なる充実に向けた検討を行う。

法務省 日本司法支援センターにおいて、深刻な被害に進展するおそ
れの強いＤＶ・ストーカー・児童虐待の被害者に対する事前
の資力審査を要しない法的支援を適切に実施する。

法務省

187 第４ 1 (３２)

地域包括支援センター
による支援

地域包括支援センターにおいて、高齢者に対する虐待への
対応を含む権利擁護業務の実施を推進する。

厚生労働省 地域包括支援センター
による支援

地域包括支援センターにおいて、高齢者に対する虐待への対
応を含む権利擁護業務の実施を推進する。

厚生労働省

188 第４ 1 (３３)

地方公共団体に対する
子供・若者育成支援に
ついての計画に関する
周知

内閣府において、地方公共団体に対し、子ども・若者育成
支援推進法（平成21年法律第71号）に基づく子供・若者育
成支援についての計画を作成又は変更する場合には、「子
供・若者育成支援推進大綱」（平成28年２月９日子ども・
若者育成支援推進本部決定）に盛り込まれた「犯罪被害に
遭った子供・若者とその家族等への対応」に関する記述も
勘案するよう、周知する。

内閣府 ※「子供・若者育成支援推進大綱」（平成28年２月９日子ど
も・若者育成支援推進本部決定）は５年を目途に見直される
ことになっているところ、第４次計画策定後、間を置かず新
たに大綱が策定される可能性が高く、新大綱において必ず
「犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応」にか
かる項目が盛り込まれることが確定しているわけではないた
め、「廃止」としたい。

内閣府

日本司法支援センター
による支援の検討

日本司法支援センター
による支援の検討
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189 219 第４ 1 (３４) ア

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びそ
の保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担
当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクー
ルカウンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができる
よう、必要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置など教
育相談体制の充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯
罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよ
う、犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の理解を深
め、指導力の向上に努める。

文部科学省 学校内における連携及
び相談体制の充実

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びその
保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担当教
員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウ
ンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができるよう、必
要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカー等の配置など教育相談体制の
充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯罪被害者等であ
る児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害
に関する研修等を通じ教職員の理解を深め、指導力の向上に
努める。

文部科学省

190 第４ 1 (３４) イ

文部科学省において、虐待を受けた子供への対応の問題を
含め、養護教諭が行う健康相談の進め方等についてまとめ
た参考資料も活用しながら、養護教諭の資質の向上のため
の研修の充実を図る。

文部科学省 学校内における連携及
び相談体制の充実

文部科学省において、虐待を受けた子供への対応の問題を含
め、養護教諭が行う健康相談の進め方等についてまとめた参
考資料も活用しながら、養護教諭の資質の向上のための研修
の充実を図る。

文部科学省

191 第４ 1 (３５)

教育委員会と関係機
関・団体等との連携・
協力の充実・強化及び
学校における相談窓口
機能の充実

文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者となる
重大事件が発生した場合に、当該児童生徒の相談等の窓口
として学校が有効に機能することを支援するため、教育委
員会が、警察署、児童相談所、保健所、弁護士会、医師会
等の関係機関と連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等
支援に係る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制
度等を説明できるよう努め、さらに、犯罪被害者等支援の
ための諸制度を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に
関する案内書、申込書等を常備し、提供等していくことを
含め、当該児童生徒及びその保護者等への対応等を行うこ
とを促進する。この場合において、加害者が教員・生徒等
当該学校内部の者であった場合は、犯罪被害者となった児
童生徒の状況に鑑み、必要に応じ常時の相談体制を見直す
など、当該児童生徒等にとって相談しやすいと考えられる
適切な者が相談等の窓口になるよう十分配慮する。また、
教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する専
門職員や臨床心理の専門家等を教育支援センターや教育相
談所等に配置し、相談窓口を設けるとともに、少年サポー
トセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所等の地域の
関係機関についての情報を当該児童生徒及びその保護者に
提供することを促進する。

文部科学省 教育委員会と関係機
関・団体等との連携・
協力の充実・強化及び
学校における相談窓口
機能の充実

文部科学省において、学校で児童生徒が犯罪被害者となる重
大事件が発生した場合に、当該児童生徒の相談等の窓口とし
て学校が有効に機能することを支援するため、教育委員会
が、警察署、児童相談所、保健所、弁護士会、医師会等の関
係機関と連携・協力を充実・強化し、犯罪被害者等支援に係
る諸機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を説明
できるよう努め、さらに、犯罪被害者等支援のための諸制度
を所掌する府省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、
申込書等を常備し、提供等していくことを含め、当該児童生
徒及びその保護者等への対応等を行うことを促進する。この
場合において、加害者が教員・生徒等当該学校内部の者で
あった場合は、犯罪被害者となった児童生徒の状況に鑑み、
必要に応じ常時の相談体制を見直すなど、当該児童生徒等に
とって相談しやすいと考えられる適切な者が相談等の窓口に
なるよう十分配慮する。また、教育委員会が、心理学、教育
学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門家等を
教育支援センターや教育相談所等に配置し、相談窓口を設け
るとともに、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務
所、保健所等の地域の関係機関についての情報を当該児童生
徒及びその保護者に提供することを促進する。

文部科学省

192 第４ 1 (３６)

犯罪被害者等である児
童生徒が不登校になっ
た場合における継続的
支援の促進

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒が不登
校になった場合、当該児童生徒に対し、教育委員会が設置
する教育支援センターが行うカウンセリングや学習指導等
による学校復帰等のための継続的な支援を促進する。

文部科学省 犯罪被害者等である児
童生徒が不登校になっ
た場合における継続的
支援の促進

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒が不登校
になった場合、当該児童生徒に対し、教育委員会が設置する
教育支援センターが行うカウンセリングや学習指導等による
学校復帰等のための継続的な支援を促進する。

文部科学省

193 第４ 1 (３７) ア

厚生労働省において、医療機関が犯罪被害者等支援に係る
諸機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援等に
関する情報提供を適切に行うことを促進する。

厚生労働省 医療機関等と関係機
関・団体等との連携・
協力の充実・強化及び
医療機関における情報
提供等の充実

厚生労働省において、医療機関が犯罪被害者等支援に係る諸
機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援等に関す
る情報提供を適切に行うことを促進する。

厚生労働省

194 第４ 1 (３７) イ

厚生労働省において、精神保健福祉センタ－、保健所等が
犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を
充実・強化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の
犯罪被害者等支援のための諸制度に関する案内書、申込書
等を常備し、提供等していくことを含め、犯罪被害者等の
支援等に関する情報提供、相談等を適切に行うことを推進
する。

厚生労働省 医療機関等と関係機
関・団体等との連携・
協力の充実・強化及び
医療機関における情報
提供等の充実

厚生労働省において、精神保健福祉センタ－、保健所等が犯
罪被害者等支援に係る諸機関・団体等との連携・協力を充
実・強化し、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体等の犯罪
被害者等支援のための諸制度に関する案内書、申込書等を常
備し、提供等していくことを含め、犯罪被害者等の支援等に
関する情報提供、相談等を適切に行うことを推進する。

厚生労働省

195 第４ 1 (３８)

各都道府県警察に対す
る犯罪被害者等への情
報提供等の支援に関す
る指導及び好事例の勧
奨

警察庁において、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害
者等支援策が確実に実施されるよう、各都道府県警察を指
導するとともに、好事例を勧奨する。

警察庁 各都道府県警察に対す
る犯罪被害者等への情
報提供等の支援に関す
る指導及び好事例の勧
奨

警察庁において、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者
等支援策が確実に実施されるよう、各都道府県警察を指導す
るとともに、好事例を勧奨する。

警察庁

学校内における連携及
び相談体制の充実

医療機関等と関係機
関・団体等との連携・
協力の充実・強化及び
医療機関における情報
提供等の充実
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196 第４ 1 (３９) ア

警察において、刑事手続の概要、犯罪被害者等に役立つ制
度、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体の連絡先等を記
載したパンフレット「被害者の手引」について、関係機関
による犯罪被害者等支援策の紹介を含め、その内容の充
実、見直しを図りつつ、その確実な配布を更に徹底すると
ともに、それらの情報をウェブサイトにおいても紹介す
る。

警察庁 警察において、刑事手続の概要、犯罪被害者等に役立つ制
度、犯罪被害者等支援に係る諸機関・団体の連絡先等を記載
したパンフレット「被害者の手引」について、関係機関によ
る犯罪被害者等支援策の紹介を含め、その内容の充実、見直
しを図りつつ、その確実な配布を更に徹底するとともに、そ
れらの情報をウェブサイトにおいても紹介する。

警察庁

197 129 第４ 1 (３９) イ

警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多
寡等の実情を踏まえて作成・配付している外国語版の「被
害者の手引」について、その内容の充実、見直しを図りつ
つ、その確実な配布に努める。

警察庁 警察において、都道府県における外国人犯罪被害者等の多寡
等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被害者
の手引」について、その内容の充実、見直しを図りつつ、そ
の確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努める。

警察庁

198 3 第４ 1 (４０)

犯罪被害者等の保護・
支援のための制度の周
知

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のた
めの制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等につい
て、警察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実
を図るとともに、十分に周知させる。

警察庁
法務省

犯罪被害者等の保護・
支援のための制度の周
知

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のため
の制度の概要を紹介した冊子・パンフレット等について、警
察庁及び法務省において連携し、一層の内容の充実を図ると
ともに、十分に周知させる。

警察庁
法務省

199 128 第４ 1 (４１) ア

警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・
要望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続
並びに犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説し
たパンフレット等の内容を充実させ、パンフレットの配布
等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努める。

警察庁
法務省

刑事の手続等に関する
情報提供の充実

警察庁及び法務省において連携し、犯罪被害者等の意見・要
望を踏まえ、刑事に関する手続及び少年保護事件の手続並び
に犯罪被害者等のための制度等を分かりやすく解説したパン
フレット等の内容を充実させ、パンフレットの配布等の工夫
も含め、犯罪被害者等への早期の提供に努める。

警察庁
法務省

200 130 第４ 1 (４１) イ

法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保
護と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外
国語によるパンフレットやホームページの作成等による情
報の提供を行う。

法務省 刑事の手続等に関する
情報提供の充実

法務省において、犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等の保護
と支援のための制度の更なる情報の提供を行うため、外国語
によるパンフレットやホームページの作成等による情報の提
供を行う。

法務省

201 第４ 1 (４２)

性犯罪被害者による情
報入手の利便性の拡大

警察において、現行の「性犯罪110番」の相談電話及び相談
室の設置、これらの相談窓口に関する広報、性犯罪被害者
用の「被害者の手引」の交付等に加え、性犯罪被害者の要
望を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大
に努める。また、事件化を望まない性犯罪被害者に対して
も、当該被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内
容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供し、当該被害者が
早期に犯罪被害者支援団体による支援を受けやすくなるよ
うに一層努める。

警察庁 性犯罪被害者による情
報入手の利便性の拡大

警察において、性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号
（＃8103（ハートさん））に関する広報、性犯罪被害者に対
する「被害者の手引」の交付等に加え、性犯罪被害者の要望
を踏まえ、性犯罪被害者が情報を入手する利便性の拡大に努
める。また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当
該被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内容等を犯
罪被害者等早期援助団体に提供し、当該被害者が早期に犯罪
被害者支援団体による支援を受けやすくなるように一層努め
る。

警察庁

202 2 第４ 1 (４３) ア

日本司法支援センターにおいて、弁護士会等と連携して、
犯罪被害者支援に精通している弁護士の増加に努め、犯罪
被害者等の個別の状況に応じた必要なサービスが提供でき
るよう、弁護士の紹介態勢の整備に努めるとともに、利用
者からの意見や犯罪被害者支援に関する法制度、弁護士会
において行われる犯罪被害者支援に関する研修等につい
て、弁護士会等の関係機関と情報交換や協議の場を設ける
などして、弁護士によるサービスの向上を目指す。

法務省 日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等の心情に十分
配慮しつつ、その置かれた状況を適切に聴取することなどに
より、個別の状況に応じた最適な法制度や相談窓口等を紹介
できるよう努めるとともに、弁護士会等と連携して、犯罪被
害者支援に精通している弁護士の紹介体制の整備に努める。

法務省

203 第４ 1 (４３) イ

日本司法支援センターにおいて、地方事務所ごとに被害者
支援連絡協議会やその分科会等に参加し、意見交換・意見
聴取をするなどして、関係機関・団体との連携・協力関係
の維持・強化を図り、犯罪被害者等の相談内容に応じた最
適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターとして
の役割を果たすよう努める。

法務省 日本司法支援センターにおいて、地方事務所ごとに被害者支
援連絡協議会やその分科会等に参加し、意見交換・意見聴取
をするなどして、関係機関・団体との連携・協力関係の維
持・強化を図り、犯罪被害者等の特性や相談内容に応じた最
適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターとしての
役割を果たすよう努める。

法務省

204 第４ 1 (４３) ウ
日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの
時間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行
う。

法務省 日本司法支援センターにおいて、被害を受けたときからの時
間経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。

法務省

「被害者の手引」の内
容の充実等

刑事の手続等に関する
情報提供の充実

日本司法支援センター
による支援

「被害者の手引」の内
容の充実等

日本司法支援センター
による支援
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205 127 第４ 1 (４３) エ

日本司法支援センターにおいて、様々な広報媒体を連動さ
せた広報を実施することに加え、ＳＮＳ（ソーシャルネッ
トワーキングサービス）等のメディア媒体を活用した広報
活動を実施する。

法務省 日本司法支援センターにおいて、同センターが実施する犯罪
被害者支援業務を含む業務内容について、様々な広報媒体を
連動させた広報を実施することに加え、ＳＮＳ（ソーシャル
ネットワーキングサービス）等のメディア媒体を活用した広
報活動を実施する。

法務省

206 第４ 1 (４４)

自助グループの紹介等 警察において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との
連携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏まえ、犯罪被害
者等に対し、自助グループの紹介等を行う。

警察庁 自助グループの紹介等 警察において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連
携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏まえ、犯罪被害者等
に対し、自助グループの紹介等を行う。

警察庁

207 第４ 1 (４５)

犯罪被害者等施策の
ホームページの充実

警察庁において、関係省庁の協力を得て、犯罪被害者等施
策のホームページを活用し、関係法令の整備、相談機関等
に関する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提
供を行うなど、その充実を図る。

警察庁 犯罪被害者等施策の
ウェブサイトの充実

警察庁において、関係省庁の協力を得て、犯罪被害者等施策
のウェブサイトを活用し、関係法令の整備、相談機関等に関
する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提供を行
うなど、その充実を図る。

警察庁

208 第４ 1 (４６)

海外における邦人の犯
罪被害者等に対する情
報提供等

外務省において、海外で邦人が犯罪等による被害に遭った
場合の対応に際し、在外公館（大使館、総領事館）を通
じ、現地の弁護士や通訳・翻訳者等に関する情報提供及び
関係省庁の犯罪被害者支援に関するホームページを紹介す
るとともに、その他関連情報についても、可能な範囲で提
供するよう努める。また、警察において外務省と連携し、
海外における犯罪の被害者に関する情報の収集に努めると
ともに、日本国内の遺族等や帰国する被害者等に対する支
援に努める。

警察庁
外務省

海外における邦人の犯
罪被害者等に対する情
報提供等

外務省において，海外で邦人が犯罪等による被害に遭った場
合、当該犯罪被害者等の要請に応じて、在外公館（大使館、
総領事館等）を通じ、現地の弁護士や通訳翻訳者等に関する
情報の提供を行うとともに、当該犯罪被害者等からの要請に
応じ、可能な範囲で支援するよう努める。また、警察におい
て、外務省と連携し、海外における犯罪の被害者に関する情
報の収集に努めるとともに、必要に応じて民間被害者支援団
体と連携し、日本国内の遺族等や帰国する被害者等に対する
支援に努める。

警察庁
外務省

209 242 第４ 1 (４７)

被害が潜在化しやすい
犯罪被害者等に対する
相談体制の充実及び理
解の促進

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が
潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応でき
るよう体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポ
ジウムの開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被
害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進
を図り、社会全体で支える気運の醸成に努める。

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

被害が潜在化しやすい
犯罪被害者等に対する
相談体制の充実及び理
解の促進

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が潜
在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよ
う体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポジウム
の開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被害者等が
置かれている状況等を広く周知し、その理解促進を図り、社
会全体で支える気運の醸成に努める。

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

210 第４ 2 (１)

犯罪被害者等の状況把
握等のための調査実施
に向けた検討

警察庁において、法務省及び厚生労働省並びに犯罪被害者
等の援助を行う民間の団体等の協力を得て、被害が潜在化
しやすい犯罪被害者等を始め、犯罪被害者等が置かれてい
る状況等を把握するための調査を実施する方向で検討す

警察庁 犯罪被害者等の状況把
握等のための調査実施
に向けた検討

警察庁において、法務省及び厚生労働省並びに犯罪被害者等
の援助を行う民間の団体等の協力を得て、被害が潜在化しや
すい犯罪被害者等を始め、犯罪被害者等が置かれている状況
等を把握するための調査を実施する方向で検討する。

警察庁

211 第４ 2 (２)
暴力の被害実態等の調
査の実施

内閣府において、配偶者からの暴力被害、性犯罪被害等、
暴力の被害実態等を把握する調査を実施する。

内閣府 暴力の被害実態等の調
査の実施

内閣府において、配偶者からの暴力被害、性犯罪被害等、暴
力の被害実態等を把握する調査を実施する。

内閣府

212 第４ 2 (３)

法務省における犯罪被
害の動向・犯罪被害者
に関する施策の調査

法務省において、性犯罪被害者、子供、障害者、外国人等
の犯罪被害者の特性に応じた被害実態の調査・分析を実施
する方向での検討も含め、各種犯罪による被害の動向及び
犯罪被害者に関する各種施策についての調査を行う。

法務省 法務省における犯罪被
害の動向・犯罪被害者
に関する施策の調査

法務省において、性犯罪被害者、障害者等の犯罪被害者の特
性に応じた被害実態の調査・分析を実施する方向での検討も
含め、各種犯罪による被害の動向及び犯罪被害者に関する各
種施策についての調査を行う。

法務省

213 第４ 2 (４)

犯罪被害者等の精神健
康の状況とその回復に
資する研究

厚生労働省において、犯罪被害者等の精神的健康の回復に
資する地域における犯罪被害者等に対する支援のモデルの
研究など、心の健康づくりを推進する研究を継続的に行
い、高度な犯罪被害者等支援が行える専門家育成や地域で
の対応の向上に活用する。

厚生労働省 犯罪被害者のメンタル
ヘルスに関する研究

厚生労働省において、精神的健康に係る実態調査や、精神的
健康の回復に資するストレス関連障害の治療技法の研究な
ど、心の健康づくりを推進する調査研究を行い、高度な犯罪
被害者等支援も行うことができる専門家育成や地域における
犯罪被害者等に対する対応力の向上に活用する。

厚生労働省

214 第４ 2 (５)
児童虐待防止対策に関
する調査研究

厚生労働省において、児童虐待防止対策に関する必要な調
査研究を実施する。

厚生労働省 児童虐待防止対策に関
する調査研究

厚生労働省において、児童虐待防止対策に関する必要な調査
研究を実施する。

厚生労働省

調査研究の推進等（基本法第21条関係）
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215 第４ 2 (６)

警察における犯罪被害
者等支援に携わる職員
等への研修の充実

警察において、①採用時及び上位の階級又は職に昇任した
際に行われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、②
被害者支援担当部署に配置された職員に対する犯罪被害者
等支援の実践的技能を修得させるための臨床心理士による
ロールプレイ方式による演習等を含む専門的な研修、③カ
ウンセリング業務に従事する職員等に対する基礎的な教育
及び実践的・専門的な教育等の充実を図る。

警察庁 警察における犯罪被害
者等支援に携わる職員
等への研修の充実

警察において、①採用時及び上位の階級又は職に昇任した際
に行われる犯罪被害者等支援に関する基礎的な研修、②被害
者支援担当部署に配置された職員に対する犯罪被害者等支援
の実践的技能を修得させるための臨床心理士によるロールプ
レイ方式による演習等を含む専門的な研修、③カウンセリン
グ業務に従事する職員等に対する基礎的な教育及び実践的・
専門的な教育等の充実を図る。

警察庁

216 第４ 2 (７)

犯罪等による被害を受
けた児童の継続的な支
援を行う警察職員の技
能修得

警察において、犯罪等による被害を受けた児童の継続的な
支援を行う少年補導職員、少年相談専門職員について、講
習・研修等により、カウンセリングの技法等必要な専門技
術等を修得できるよう努めるとともに、専門的能力を備え
た者の配置に努める。

警察庁 犯罪等による被害を受
けた児童の継続的な支
援を行う警察職員の技
能修得

警察において、犯罪等による被害を受けた児童の継続的な支
援を行う少年補導職員、少年相談専門職員について、講習・
研修等により、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を
修得できるよう努めるとともに、専門的能力を備えた者の配
置に努める。

警察庁

217
103
138

第４ 2 (８) ア

法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性
の犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家
等による講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関す
る科目の内容の一層の充実を図る。

法務省 法務省における犯罪被
害者等支援に関する職
員研修の充実等

法務省において、検察官に対する研修の中で、児童や女性の
犯罪被害者等と接する上での留意点等を熟知した専門家等に
よる講義を実施し、児童及び女性に対する配慮に関する科目
の内容の一層の充実を図る。

法務省

218 101 第４ 2 (８) イ

法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の
機会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の
実施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正
施設職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいして
の講義等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等
支援の実務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配
置されている被害者支援員を対象とする研修における犯罪
被害者等に関する諸問題についての講義等の実施など、職
員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教
育・研修等の充実を図り、職員の対応の向上に努める。

法務省 法務省における犯罪被
害者等支援に関する職
員研修の充実等

法務省において、検察官、検察事務官に対する各種研修の機
会における「犯罪被害者支援」等のテーマによる講義の実
施、犯罪被害者等早期援助団体への検察官の派遣、矯正施設
職員に対する犯罪被害者団体等の関係者を招へいしての講義
等の実施、更生保護官署職員に対する犯罪被害者等支援の実
務家による講義等の実施、全国の地方検察庁に配置されてい
る被害者支援員を対象とする研修における犯罪被害者等に関
する諸問題についての講義等の実施など、職員の犯罪被害者
等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を
図り、職員の対応の向上に努める。

法務省

219 189 第４ 2 (9)

学校における相談対応
能力の向上等

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びそ
の保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担
当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクー
ルカウンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができる
よう、必要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置など教
育相談体制の充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯
罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるよ
う、犯罪等の被害に関する研修等を通じ教職員の理解を深
め、指導力の向上に努める。

文部科学省 学校における相談対応
能力の向上等

文部科学省において、犯罪被害者等である児童生徒及びその
保護者の相談等に対し、学校で、学級担任、生徒指導担当教
員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウ
ンセラー等が連携し、継続的に適切な対応ができるよう、必
要に応じ、教員加配を行うとともに、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカー等の配置など教育相談体制の
充実等に取り組む。また、学校の教職員が犯罪被害者等であ
る児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、犯罪等の被害
に関する研修等を通じ教職員の理解を深め、指導力の向上に
努める。

文部科学省

220 第４ 2 (１０)

虐待を受けた子供の保
護等に携わる者の研修
の充実

厚生労働省において、虐待を受けた子供の保護及び自立の
支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、
児童相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職
員及び保健機関等の職員の資質の向上等を図るための研修
の充実を図る。

厚生労働省 虐待を受けた子供の保
護等に携わる者の研修
の充実

厚生労働省において、虐待を受けた子供の保護及び自立の支
援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童
相談所及び児童福祉施設等関係機関の職員、市町村職員及び
保健機関等の職員の資質の向上等を図るための研修の充実を
図る。

厚生労働省

221 164 第４ 2 (１１)

コーディネーターとし
ての役割を果たせる民
間支援員の養成への支
援

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者
等支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団
体が行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協
力を行い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支
援全般（必要な支援についての相談・情報提供、適切な機
関・団体への橋渡し等）をマネジメントするコーディネー
ターとしての役割を果たせる人材の育成を支援する。ま
た、地域における犯罪被害者等支援体制の整備を促進する
ため、地方公共団体職員のほか民間支援員も参加する研修
の実施に努める。

警察庁 コーディネーターとし
ての役割を果たせる民
間支援員の養成への支
援

警察庁において、犯罪被害者支援団体に対し、犯罪被害者等
支援のための諸制度を所管する省庁の協力を得て、同団体が
行う研修内容への助言や研修に対する講師派遣等の協力を行
い、性犯罪被害者を含めた犯罪被害者等に対する支援全般
（必要な支援についての相談・情報提供、適切な機関・団体
への橋渡し等）をマネジメントするコーディネーターとして
の役割を果たせる人材の育成を支援する。また、地域におけ
る犯罪被害者等支援体制の整備を促進するため、地方公共団
体職員のほか民間支援員も参加する研修の実施に努める。

警察庁

法務省における犯罪被
害者等支援に関する職
員研修の充実等
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222 第４ 2 (１２)

民間の団体の研修に対
する支援

警察、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省に
おいて、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、そ
れらの団体が実施するボランティア等の養成・研修への講
師の派遣等の支援に努める。

警察庁
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

民間の団体の研修に対
する支援

警察、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省にお
いて、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、それら
の団体が実施するボランティア等の養成・研修への講師の派
遣等の支援に努める。

警察庁
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

223 第４ 2 (１３)

日本司法支援センター
が蓄積した情報やノウ
ハウの提供

日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援業務の実
施を通じて同センターが蓄積した情報やノウハウについ
て、研修や講習を通じて犯罪被害者支援に携わる関係者に
提供する。

法務省 日本司法支援センター
が蓄積した情報やノウ
ハウの提供

日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者支援業務の実施
を通じて同センターが蓄積した情報やノウハウについて、研
修や講習を通じて犯罪被害者支援に携わる関係者に提供す
る。

法務省

224 第４ 3 (１) ア

警察及び厚生労働省において、犯罪被害者等の援助を行う
民間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それ
らの団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わ
る民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ
等の協力等の支援を行う。

警察庁
厚生労働省

民間の団体への支援の
充実

警察及び厚生労働省において、犯罪被害者等の援助を行う民
間の団体への財政的援助の充実に努めるとともに、それらの
団体の活動に関する広報、犯罪被害者等の援助に携わる民間
の者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の協力
等の支援を行う。また、警察庁において、民間の団体におけ
る財政基盤確立のための好事例について情報の提供に努め
る。

警察庁
厚生労働省

225 第４ 3 (１) イ

法務省、文部科学省及び国土交通省において、犯罪被害者
等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、犯罪被害
者等の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・
派遣、会場借上げ等の協力等の支援を行う。

法務省
文部科学省
国土交通省

民間の団体への支援の
充実

法務省、文部科学省及び国土交通省において、犯罪被害者等
の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、犯罪被害者等
の援助に携わる民間の者の研修に関する講師の手配・派遣、
会場借上げ等の協力等の支援を行う。

法務省
文部科学省
国土交通省

226 18 第４ 3 (２)

預保納付金の活用 金融庁及び財務省において、平成25年度から実施している
預保納付金事業について、犯罪被害者等の子供への奨学金
を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者等支
援団体への助成対象に相談員の育成に必要な費用を追加す
ることとし、平成28年度中を目途にその募集等を開始す
る。

金融庁
財務省
警察庁

預保納付金の活用 預保納付金の活用については、振り込め詐欺等の被害金を原
資としていることから、今後、振り込め詐欺事犯の減少に伴
い預保納付金も減少していくことが期待されるところではあ
るが、そうした状況の中でも、引き続き犯罪被害者等の子供
への奨学金事業及び犯罪被害者等支援団体への助成事業を実
施していく。

金融庁
財務省
警察庁

227 第４ 3 (３)

犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体の活動
への支援等

警察庁において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が
開催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨
に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏ま
えつつ、後援するほか、シンポジウム等の開催について、
地方公共団体を始めとする公的機関に対して周知するとと
もに、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等
の様々な媒体を活用し、広く一般に広報するなどし、民間
団体の活動を支援する。また、関係省庁及び地方公共団体
向けに配信している「犯罪被害者等施策メールマガジン」
を、配信を希望する犯罪被害者等の援助を行う民間の団体
に対しても配信するなどし、関係省庁や民間団体等におけ
る犯罪被害者等のための新たな制度や取組について情報提
供を行う。さらに、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の
援助を行う民間の団体との連携・協力の充実・強化を働き
掛け、地域における途切れることのない支援の実施を促進
する。

警察庁 犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体の活動
への支援等

警察庁において、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開
催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨に賛
同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつ
つ、後援するほか、シンポジウム等の開催について、地方公
共団体を始めとする公的機関に対して周知するとともに、Ｓ
ＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等の様々な媒
体を活用し、広く一般に広報するなどし、民間団体の活動を
支援する。また、関係省庁及び地方公共団体向けに配信して
いる「犯罪被害者等施策メールマガジン」を、配信を希望す
る犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対しても配信する
などし、関係省庁や民間団体等における犯罪被害者等のため
の新たな制度や取組について情報提供を行う。さらに、地方
公共団体に対し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との
連携・協力の充実・強化を働き掛け、地域における途切れる
ことのない支援の実施を促進する。

警察庁

228 249 第４ 3 (４)

犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体に関す
る広報等

警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働
省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、
様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況や
それを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体の意義・活動等について広報する。

警察庁 犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体に関す
る広報等

警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚
生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携
し、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等の
様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況やそ
れを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う
民間の団体の意義・活動等について広報する。

警察庁

229 第４ 3 (５)

寄附税制の活用促進と
特定非営利活動促進法
の円滑な施行

内閣府において、累次の改正により拡充されている寄附税
制の活用促進や特定非営利活動促進法（平成10年法律第７
号）の円滑な施行に努める。また、犯罪被害者等の援助を
行う特定非営利活動法人等も含めた、全国の特定非営利活
動法人の情報を検索できるホームページの管理・運用を行
うなど、市民活動に関する情報提供に努める。

内閣府 寄附税制の活用促進と
特定非営利活動促進法
の円滑な施行

特定非営利活動法人に関しては、特定非営利活動促進法（平
成10年法律第７号）を所管する内閣府において、令和２年度
税制改正を始めとした累次の改正により拡充されている特定
非営利活動法人に関する寄附税制の活用促進や特定非営利活
動促進法の円滑な施行に努める。また、犯罪被害者等の援助
を行う特定非営利活動法人等も含めた、全国の特定非営利活
動法人の情報を検索できるホームページの管理・運用を行う
など、市民活動に関する情報提供に努める。

内閣府

民間の団体への支援の
充実

民間の団体に対する援助（基本法第22条関係）
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230 第４ 3 (６)

警察における民間の団
体との連携・協力の強
化

警察において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚
生労働省及び国土交通省並びに地方公共団体の主体的な協
力を得て、特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワー
クを始めとする犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との
連携の一層の強化を図るとともに、これらの団体による支
援を充実させるための指導・助言を行う。

警察庁 警察における民間の団
体との連携・協力の強
化

警察において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生
労働省及び国土交通省並びに地方公共団体の主体的な協力を
得て、公益社団法人全国被害者支援ネットワークを始めとす
る犯罪被害者等の援助を行う民間団体との連携の一層の強化
を図るとともに、これらの団体による支援を充実させるため
の指導・助言を行う。

警察庁

231 第４ 3 (７)

犯罪被害者等早期援助
団体に対する指導

都道府県公安委員会において、必要に応じ、犯罪被害者等
早期援助団体に対して改善命令を始めとする指導を行う。
その他の民間被害者支援団体に対しても、適切な支援活動
が行われるよう、その運営及び活動に協力する。

警察庁 犯罪被害者等早期援助
団体に対する指導

都道府県公安委員会において、必要に応じ、犯罪被害者等早
期援助団体に対して改善命令を始めとする指導を行う。その
他の民間被害者支援団体に対しても、適切な支援活動が行わ
れるよう、その運営及び活動に協力する。

警察庁
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○　第５　国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

施策
番号

再掲 大 中 小 細 項目名 計画文 担当府省庁 項目名 計画案文 担当府省庁

232 第５ 1 (１)

学校における生命のか
けがえのなさ等に関す
る教育の推進

文部科学省において、引き続き、学習指導要領に基づき、
生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重す
るための教育を推進する。

文部科学省 学校における生命のか
けがえのなさ等に関す
る教育の推進

文部科学省において、引き続き、学習指導要領に基づき、
生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重す
るための教育を推進する。

文部科学省

233 第５ 1 (２)

学校における犯罪被害
者等の人権問題も含め
た人権教育の推進

文部科学省において、人権教育及び人権啓発の推進に関す
る法律（平成12年法律第147号）に基づき、犯罪被害者等の
人権問題も含め、学校教育及び社会教育における人権教育
の一層の推進に努める。

文部科学省 学校における犯罪被害
者等の人権問題も含め
た人権教育の推進

文部科学省において、人権教育及び人権啓発の推進に関す
る法律（平成12年法律第147号）に基づき、犯罪被害者等の
人権問題も含め、学校教育及び社会教育における人権教育
の一層の推進に努める。

文部科学省

234 第５ 1 (３)
学校における犯罪被害
者等に関する学習の充
実

文部科学省において、非行防止教室等で、警察等の関係機
関と連携し、犯罪被害者等に関する学習の充実を図る。

文部科学省 学校における犯罪被害
者等に関する学習の充
実

文部科学省において、非行防止教室等で、警察等の関係機
関と連携し、犯罪被害者等に関する学習の充実を図る。

文部科学省

235 第５ 1 (４)

子供への暴力抑止のた
めの参加型学習への取
組

文部科学省において、子供がいじめ・虐待・暴力行為等の
被害にあった場合の対応について主体的に学ぶよう、地域
の実情に応じた取組がなされるよう教育委員会に促す。

文部科学省 子供への暴力抑止のた
めの参加型学習への取
組

文部科学省において、子供がいじめ・虐待・暴力行為等の
被害にあった場合の対応について主体的に学ぶよう、地域
の実情に応じた取組がなされるよう教育委員会に促す。

文部科学省

236 第５ 1 (５)

家庭における命の教育
への支援の推進

文部科学省において、各地域で実施している命の大切さを
実感させる意義等を学ぶ保護者向け学習プログラムを始め
とした様々な家庭教育に関する情報をホームページを通じ
て提供し、地域における家庭教育に関する学習機会等で積
極的に活用されるよう促す。

文部科学省 家庭における命の教育
への支援の推進

文部科学省において、各地域で実施している命の大切さを
実感させる意義等を学ぶ保護者向け学習プログラムを始め
とした様々な家庭教育に関する情報をホームページを通じ
て提供するなど、地域における家庭教育支援の取組を推進
する。

文部科学省

237 第５ 1 (６)

中学生・高校生を対象
とした講演会の実施

警察において、教育委員会等関係機関と連携し、中学生や
高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会「命の大切
さを学ぶ教室」の開催による犯罪被害者等への配慮・協力
への意識のかん養等に努めるほか、広く国民の参加を募っ
た、犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々な機
会を利用して、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害
者も出さない街づくり」に向けた気運の醸成に努める。

警察庁
文部科学省

中学生・高校生を対象
とした講演会の実施

警察において、教育委員会等関係機関と連携し、中学生や
高校生を対象とした、犯罪被害者等による講演会「命の大
切さを学ぶ教室」や「「大切な命を守る」全国中学・高校
生作文コンクール」の開催による犯罪被害者等への配慮・
協力への意識のかん養等に努めるほか、広く国民の参加を
募った、犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々
な機会を利用して、「社会全体で被害者を支え、被害者も
加害者も出さない街づくり」に向けた気運の醸成に努め
る。

警察庁
文部科学省

238 第５ 1 (７)

生命・身体・自由の尊
重を自覚させる法教育
の普及・啓発

法務省において、学校教育を中心として法教育の普及・啓
発を促進し、法や司法によって自らを守り、他者を等しく
尊重する理念を体得させることを通じ、他者の生命・身
体・自由等を傷つけてはならないことを自覚させることに
もつながるよう、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連
合会等の協力を得て、平成17年５月に発足した法教育推進
協議会を通じた取組に努める。

法務省 生命・身体・自由の尊
重を自覚させる法教育
の普及・啓発

法務省において、学校教育を中心として法教育の普及・啓
発を促進し、法や司法によって自らを守り、他者を等しく
尊重する理念を体得させることを通じ、他者の生命・身
体・自由等を傷つけてはならないことを自覚させることに
もつながるよう、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連
合会等の協力を得て、平成17年５月に発足した法教育推進
協議会を通じた取組に努める。

法務省

239 第５ 1 (８)

「犯罪被害者週間」に
あわせた集中的な啓発
事業の実施

警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働
省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間（11月
25日から12月１日まで）」を設定し、当該週間にあわせ
て、啓発事業を集中的に実施する。また、地方公共団体に
対し、犯罪被害者等の参加・協力を得て、犯罪被害者週間
を中心に犯罪被害者等への理解の増進を図るための啓発事
業を実施するよう要請する。

警察庁 「犯罪被害者週間」に
あわせた集中的な啓発
事業の実施

警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、
厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週
間（11月25日から12月１日まで）」を設定し、当該週間に
あわせて、啓発事業を集中的に実施する。また、地方公共
団体に対し、犯罪被害者等の参加・協力を得て、犯罪被害
者週間を中心に犯罪被害者等への理解の増進を図るための
啓発事業を実施するよう要請する。

警察庁

240 第５ 1 (９)

犯罪被害者支援に関わ
りの深い者に対する積
極的な広報啓発の実施

警察庁において、関係省庁のほか、犯罪被害者支援に関わ
りの深い医療、福祉、教育、法曹関係の職能団体等の協力
を得て、当該団体等に属する者に対して積極的に犯罪被害
者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性等
に関する広報啓発を実施し、その理解の増進を図り、社会
全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。

警察庁 犯罪被害者等支援に関
わりの深い者に対する
積極的な広報啓発の実
施

警察庁において、関係省庁のほか、犯罪被害者等支援に関
わりの深い医療、福祉、教育、法曹関係の職能団体等の協
力を得て、当該団体等に属する者に対して積極的に犯罪被
害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性
等に関する広報啓発を実施し、その理解の増進を図り、社
会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。

警察庁

国民の理解の増進（基本法第20条関係）

第４次犯罪被害者等基本計画（仮称・案）第３次犯罪被害者等基本計画
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241 第５ 1 (１０)

一般国民に対する効果
的な広報啓発の実施

警察庁において、犯罪被害者等に関する国民の意識につい
て実態把握を行い、犯罪被害者支援に対する国民の関心を
高めるよう、学校や民間企業等の協力を得るなどし、犯罪
被害者等の置かれた状況や犯罪被害者支援の重要性等につ
いて、効果的な広報啓発を行う。また、犯罪被害者支援に
関する標語を広く募集するなどし、国民が犯罪被害者支援
について考える機会を提供し、その理解促進を図る。さら
に、訴えかけたい対象等に応じた効果的な広報啓発ができ
るよう、幅広く民間企業等に協力を要請する。

警察庁 一般国民に対する効果
的な広報啓発の実施

警察庁において、犯罪被害者等に関する国民の意識につい
て実態把握を行い、犯罪被害者等支援に対する国民の関心
を高めるよう、学校や民間企業等の協力を得るなどし、犯
罪被害者等の置かれた状況や犯罪被害者等支援の重要性等
について、シンボルマーク等の普及を図るなどし、効果的
な広報啓発を行う。また、犯罪被害者等支援に関する標語
を広く募集するなどし、国民が犯罪被害者等支援について
考える機会を提供し、その理解促進を図る。さらに、訴え
かけたい対象等に応じた効果的な広報啓発ができるよう、
幅広く民間企業等に協力を要請する。

警察庁

242 209 第５ 1 (１１)

被害が潜在化しやすい
犯罪被害者等に対する
相談体制の充実及び理
解の促進

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が
潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応でき
るよう体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポ
ジウムの開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被
害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進
を図り、社会全体で支える気運の醸成に努める。

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

被害が潜在化しやすい
犯罪被害者等に対する
相談体制の充実及び理
解の促進

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が
潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応でき
るよう体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポ
ジウムの開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被
害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進
を図り、社会全体で支える気運の醸成に努める。

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

243 第５ 1 (１２)
犯罪被害者支援のため
の情報提供

内閣府において、配偶者からの暴力等被害者に対する支援
情報等をホームページ等で提供する。

内閣府 犯罪被害者支援のため
の情報提供

内閣府において、配偶者からの暴力等被害者に対する支援
情報等をホームページ等で提供する。

内閣府

244 第５ 1 (１３)

若年層に対する広報・
啓発

内閣府において、若年層が暴力の加害者にも被害者にもな
らないようにするため、若年層向けのパンフレットの配布
等を通じ、若年層に対する予防啓発の取組を推進する。

内閣府 若年層に対する広報・
啓発

内閣府において、毎年４月の「若年層に対する性暴力被害
防止月間（仮）」中に、SNS等の若年層に届きやすい広報媒
体を活用した啓発活動を効果的に展開する。

内閣府

245 第５ 1 (１４) ア

内閣府において、毎年11月に実施している「女性に対する
暴力をなくす運動」において、性犯罪を含む女性に対する
暴力を根絶するため、関係省庁、地方公共団体、女性団体
その他の関係団体と連携・協力し、広報啓発活動を実施す
る。

内閣府 内閣府において、毎年11月に実施している「女性に対する
暴力をなくす運動」において、性犯罪を含む女性に対する
暴力を根絶するため、関係省庁、地方公共団体、女性団体
その他の関係団体と連携・協力し、広報啓発活動を実施す
る。

内閣府

246 第５ 1 (１４) イ
内閣府において、全国交通安全運動の期間を中心に、各種
の啓発事業が交通事故被害者等の理解と協力も得ながら展
開されるよう努める。

内閣府 内閣府において、全国交通安全運動の期間を中心に、各種
の啓発事業が交通事故被害者等の理解と協力も得ながら展
開されるよう努める。

内閣府

247 第５ 1 (１４) ウ

法務省において、人権週間を中心に、様々な広報媒体も通
じつつ、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を求
めるため講演会・研修会等の啓発活動を実施する。

法務省 法務省において、人権週間を中心に、様々な広報媒体も通
じつつ、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を求
めるため啓発冊子の配布等の人権啓発活動を実施する。

法務省

248 第５ 1 (１４) エ

厚生労働省において、児童虐待の範囲、現状やその防止に
向けての取組を広く国民に周知させるため、様々な媒体を
活用した広報活動を行うとともに、11月の児童虐待防止推
進月間に、ポスターの作成及び全国フォーラムの開催など
集中的な広報啓発活動を実施する。

厚生労働省 厚生労働省において、体罰によらない子育て、児童虐待の
範囲、現状やその防止に向けての取組を広く国民に周知さ
せるため、様々な媒体を活用した広報活動を行うととも
に、11月の児童虐待防止推進月間に、ポスターの作成及び
全国フォーラムの開催など集中的な広報啓発活動を実施す
る。

厚生労働省

249 228 第５ 1 (１５) ア

警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働
省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、
様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況や
それを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を
行う民間の団体の意義・活動等について広報する。

警察庁 警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、
厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも
連携し、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）
等の様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状
況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援
助を行う民間の団体の意義・活動等について広報する。

警察庁

250 第５ 1 (１５) イ

警察庁において、各都道府県警察に対し、民間被害者支援
団体等と連携し、マスコミ広報、街頭キャンペーン、各種
討論会の開催、各種会合での講話等を実施することによ
り、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、
民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援
についての広報啓発活動を促進するよう指導する。

警察庁 警察庁において、各都道府県警察に対し、民間被害者支援
団体等と連携し、マスコミ広報、街頭キャンペーン、各種
討論会の開催、各種会合での講話等を実施することによ
り、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、
民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援
についての広報啓発活動を促進するよう指導する。

警察庁

251 第５ 1 (１５) ウ

警察庁において、広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害
者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等
支援施策の掲載等により、犯罪被害者等支援に関する国民
の理解増進に努める。

警察庁 警察庁において、広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害
者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等
支援施策の掲載等により、犯罪被害者等支援に関する国民
の理解増進に努める。

警察庁

犯罪被害者等施策の関
係する特定期間におけ
る広報啓発事業の実施

様々な広報媒体を通じ
た犯罪被害者等施策に
関する広報の実施

犯罪被害者等施策の関
係する特定期間におけ
る広報啓発事業の実施

様々な広報媒体を通じ
た犯罪被害者等施策に
関する広報の実施
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252 第５ 1 (１５) エ

警察庁において、スマートフォン等からのアクセスが可能
な媒体を始めとする各種広報媒体を活用し、少年の犯罪被
害の防止等に向けた情報提供に努める。

警察庁 警察庁において、スマートフォン等からのアクセスが可能
な媒体を始めとする各種広報媒体を活用し、少年の犯罪被
害の防止等に向けた情報提供に努める。

警察庁

253 第５ 1 (１６)

国民の理解の増進を図
るための情報提供の実
施

警察庁において、犯罪被害者等や犯罪被害者等の援助に精
通した有識者を招き、関係省庁、地方公共団体の職員等を
対象とする「犯罪被害者等施策講演会」を開催するととも
に、その概要をインターネット等で国民向けに情報提供す
る。

警察庁 ※施策を「犯罪被害者等施策に携わる地方公共団体職員等
の育成、意識の向上」に統合すること、警察庁におけるイ
ベントは、原則、ウェブサイトで公開をし、国民向けの情
報提供を前提として実施していることから、廃止する。

254 第５ 1 (１７)

調査結果の公表等を通
じた犯罪被害者等の置
かれた状況についての
国民の理解の増進

関係府省庁において、諸外国における犯罪被害者支援に係
る各種施策を含めて犯罪被害者等に関わる調査研究を実施
した場合には、当該調査の結果について、犯罪被害者等へ
の理解を深めるための広報啓発に活用する。

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

調査結果の公表等を通
じた犯罪被害者等の置
かれた状況についての
国民の理解の増進

関係府省庁において、諸外国における犯罪被害者等【下線
部P】支援に係る各種施策を含めて犯罪被害者等に関わる調
査研究を実施した場合には、当該調査の結果について、犯
罪被害者等への理解を深めるための広報啓発に活用する。
【P】

内閣府
警察庁
総務省
法務省
文部科学省
厚生労働省
国土交通省

255 84 第５ 1 (１８)

犯罪被害者等に関する
情報の保護

警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪
被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の
自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望
を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等
の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適
切な発表内容となるよう配慮する。

警察庁 犯罪被害者等に関する
情報の保護

警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪
被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の
自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望
を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等
の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適
切な発表内容となるよう配慮する。

警察庁

256 第５ 1 (１９)

犯罪被害者等に関する
個人情報の保護に配慮
した地域における犯罪
発生状況等の情報提供
の実施

警察において、被害者が特定されないよう工夫した上で、
ウェブサイト上等に性犯罪を含め身近な犯罪の発生状況を
掲載するなどにより、都道府県警察が地域住民に対し、住
民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機になり得るような
情報提供に努める。

警察庁 犯罪被害者等に関する
個人情報の保護に配慮
した地域における犯罪
発生状況等の情報提供
の実施

警察において、被害者が特定されないよう工夫した上で、
ウェブサイト上等に性犯罪を含め身近な犯罪の発生状況を
掲載するなどにより、都道府県警察が地域住民に対し、住
民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機になり得るような
情報提供に努める。

警察庁

257 第５ 1 (２０) ア

警察において、交通事故の被害者等の手記を取りまとめた
冊子やパンフレット等を作成し交通安全講習会で配布する
ことや、交通安全の集い等における被害者等の講演を実施
することを通じ、交通事故の被害者等の現状や交通事故の
惨状等に関する国民の理解増進に努める。

警察庁 警察において、交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊
子やパンフレット等を作成し交通安全講習会で配布するこ
とや、交通安全の集い等における被害者等の講演を実施す
ることを通じ、交通事故被害者等の現状や交通事故の惨状
等に関する国民の理解増進に努める。

警察庁

258 第５ 1 (２０) イ

警察において、各都道府県警察での運転者等に対する各種
講習において、交通事故の被害者等の切実な訴えが反映さ
れた映画、手記等の活用や、被害者等の講話等により被害
者等の声を反映した講習を実施する。

警察庁 警察において、各都道府県警察での運転者等に対する各種
講習において、交通事故被害者等の切実な訴えが反映され
たビデオ、手記等の活用や、被害者等の講話等により交通
事故被害者等の声を反映した講習を実施する。

警察庁

259 第５ 1 (２１)

交通事故の実態及びそ
の悲惨さについての理
解の増進に資するデー
タの公表

警察において、国民に対し、交通事故の実態やその悲惨さ
についての理解の増進が十分に図れるよう、事故類型、軽
傷・重傷の別、年齢層別等交通事故に関する様々なデータ
を公表し、その実態等について周知を図る。

警察庁 交通事故の実態及びそ
の悲惨さについての理
解の増進に資するデー
タの公表

警察において、国民に対し、交通事故の実態やその悲惨さ
についての理解の増進が十分に図れるよう、事故類型、年
齢層別等交通事故に関する様々なデータを公表し、その実
態等について周知を図る。

警察庁

260 第５ 1 (２２) ア
交通安全白書において、交通事故負傷者数の重傷・軽傷の
内訳を掲載し、統計データの充実を図る。

内閣府 ※平成28年版白書より、交通事故負傷者数、重傷者数を掲
載し、重傷・軽傷の内訳がわかるように統計データの充実
を図るなど、対応済みであるから廃止

内閣府

261 第５ 1 (２２) イ
警察庁において、犯罪被害者白書における交通被害者に関
する統計について、掲載の充実を図る。

警察庁 交通事故統計データの
充実

警察庁において、犯罪被害者白書における交通被害者に関
する統計について、掲載の充実を図る。

警察庁

交通事故被害者等の声
を反映した国民の理解
増進

交通事故統計データの
充実

交通事故被害者等の声
を反映した国民の理解
増進
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